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司法試験法の一部を改正する法律案説明要旨

この法律案は， 司法試験が， 合格までに極めて長期間を要

し， そのため， 法曹の後継者を適切に確保し， 養成する上で

多くの問題を生じている実情にかんがみ， より短い受験期間

で合格し得る試験制度にすることを目的とするものでありま

して， その要点は， 次のとおりであります。

第一に， 第二次試験の論文式試験の合格者を決定するに当

Ｉ
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1
1

C その一部を受験期間が短い者のうちから選ぶことがでたり，

きることとしております。

第二に， 第二次試験の試験科目のうち

止することとしております。

非法律選択科目を廃

’
デ
ー
１

１
１

4』

人

，

Ｊ

・

Ｉ

・

・

Ｉ

１

ｊ

１

Ｉ

‐

‐

１

Ｊ

，

１

１

ｌ
Ｉ
１
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
●
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｑ
４
ｊ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｊ
‐
１
１

．
！
Ｅ
Ｉ
ｌ
ｆ
ｌ
１
ｌ
↓
ｌ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
‐
ｌ
ｐ

ｉ，‐・’１，，●

．，、．！ゞ
Ｉｉ，！；

！

トトリ！にｒ

ｌＭ，

肥

Ⅱ

Ⅱ

例

旧

氾

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

旧

Ⅲ

別

刷

剛

馴

脚

Ⅲ

Ⅲ

！ &

岬
岬
小
脳
再
審
園
畢
嘩
蛎
辱
麺
寧
壷
畢
調
眼
蛎
騨
野
師
寡
酔
函
鯵
哩
画
琴
唾
》
一
二
コ
一
一
一
画
弓
眺
１
Ｄ
ｒ

Ⅲ
Ⅱ
Ｉ
姻
佃
Ⅲ
Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
川
Ⅲ
川
Ⅲ
肌
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
旧
旧
旧
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ｗ
Ｉ
Ｗ
化
叩
Ⅲ
！ 』



f~77･.
司

鬼
弦
『

浸
q

灘参
上

A

案

今
沼
／§、
汀

爾、

B

1

迩
壌
溌
迷
窮
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迄
い
う
と
聯
ｒ
４
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い
、
第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議

猟
辱
；
：
§
前
項
の
合
議
に
お
い
て
索
参
二
項
〔
及
び
第
三
項
〕
の
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前
項
の
合
議
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
〔
及
び
第
三
項
〕
の I

ｆ
削
剛

『
司
法
試
験
法
』

『
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
に
関
す
る
規
則
』

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２
前
項
の
合
議
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
〔
及
一

～

た
っ
て
は
、
／
当
該
試
験
の
全
受
験
者
の
う
ち
か
。
〔
及
び

矧
言
創
勇
劉
詞
對
餅
珂
凝

試
験
の
合
格
者
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
「
当
該
試
験
の
全
受
験
者
の
う
ち
か
ら
そ
の
者
の
受
験
歴
に
か
か
わ
ら
ず
合
格
者
を

定
め
る
ほ
か
に
、
｜
当
該
試
験
の
受
験
が
同
条
第
一
項
の
試
験
を
初
め
て
受
験
し
た
と
き
か
ら
三

年
以
内
で
あ
冨
者
の
う
ち
か
ら
当
該
試
験
の
最
終
合
格
者
数
の
お
お
む
ね
十
分
の
三
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
合
格
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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定
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こ
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が
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き
る
。
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『
司
法
試
験
法
』

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。
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『
司
法
試
験
法
』

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２
前
項
の
合
議
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
〔
及
び
第
三
項
〕
の
試
験
の
合
格
者
を
定
め
る
に
当

た
っ
て
は
、
当
該
試
験
の
成
續
に
よ
る
ほ
か
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に

『
司
法
試
験
法
第
八
条
第
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
に
関
す
る
規
則
』

司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
は
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当
該
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験
の
最
終
合
格
者
数
の
お
お
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十
分
の
三
を
超
え
な
い
範
囲
で
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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会
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い
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司
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試
験
法
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二
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〔
及
び
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〕
の
試
験

の
合
格
者
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
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、
当
該
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験
の
全
受
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者
の
う
ち
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ら
そ
の
者
の
受
験
歴

に
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か
わ
ら
ず
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ほ
か
に
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試
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の
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と
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『
司
法
試
験
法
』

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２
前
項
の
合
議
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
〔
及
び
第
三
項
〕
の
合
格
者
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
試
験
の
受
験
が
同
条
第
一
項
の
試
験
を
初
め
て
受
験
し
た
と
き
か
ら
五
年
以
内
の
者

（
以
下
、
「
五
年
以
内
受
験
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
当
該
試
験
の
最
終
合
格
者
数
の
お

乙
案
（
五
回
以
内
八
割
優
先
、
六
回
以
上
二
割
）

ち
で
当
該
試
験
の
成
績
が
五
年
以
内
受
験
者
の
合
格
最
低
点
以
上
に
あ
る
者
か
ら
そ
の
余
の
合

格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
‐

Ｂ
案

『
司
法
試
験
法
』

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２
前
項
の
合
議
に
お
い
て
第
六
条
第
二
項
〔
及
び
第
二
一
項
〕
の
合
格
者
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
試
験
の
受
験
が
同
条
第
一
項
の
試
験
を
初
め
て
受
験
し
た
と
き
か
ら
五
年
以
内
の
者

（
以
下
、
「
五
年
以
内
受
験
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
か
ら
合
格
者
を
定
め
る
ほ
か
に
、
五
年

以
内
受
験
者
以
外
の
受
験
者
の
う
ち
で
当
該
試
験
の
成
績
が
五
年
以
内
受
験
者
の
合
格
最
低
点

以
上
に
あ
る
者
か
ら
当
該
試
験
の
最
終
合
格
者
数
の

で
そ
の
余
の
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
・

合
格
者
を
、
五
年
以
内
受
験
者
以
外
の
受
験
者
の
う
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の
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を
超
え
な
い
範
囲
内
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『
司
法
試
験
法
』

『
司
法
試
験
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
割
合
及
び
基
準
に
関
す
る
規
則
』

司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
割
合
及
び
基
準
は
、
五
年
以
内
受
験
者
の
う
ち
か

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２
前
項
の
合
議
に
お
い
て
司
法
試
験
法
第
六
条
第
二
項
〔
及
び
第
三
項
〕
の
合
格
者
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
は
、
当
該
試
験
の
受
験
が
同
条
第
一
項
の
試
験
を
初
め
て
受
験
し
た
と
き
か
ら
五

年
以
内
で
あ
る
者
（
以
下
、
「
五
年
以
内
受
験
者
」
と
い
う
。
）
及
び
五
年
以
内
受
験
者
以
外

の
受
験
者
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
及
び
基
準
に

よ
り
、
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る

ら
当
該
試
験
の
最
終
合
格
者
数
の

年
以
内
受
験
者
以
外
の
受
験
者
の

点
以
上
に
あ
る
者
か
ら
そ
の
余
の
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

う
ち
で
当
該
試
験
の
成
績
が
五
年
以
内
受
験
者
の
合
格
最
低
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、
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八
条
司
法
試
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‐
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い

0

公
（
Ｚ
岳

『
司
司
能 験

歴
〔
別
案
〕

〔
別
案
〕
従
前

『
司
法
試
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第
六
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司
法
試
験
考

る
場
合
に
は
、

の
成
績
に
よ
る

‐
一

る
場
合
に
は
、
ま
ず
、
当
該
Ｉ
試
験
の
全
受
験
者
の
う
ち
か
》
Ｌ
合
格
者
を
定
め
、
次
に
、
当
該
試

司
法
試
験
考
査
委
員
会
議
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い
て
司
法
試
験
法
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六
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第
一
一
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試
験
の
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格
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を
定
め
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則
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・
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限
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同
）
を
初
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受
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し
た

あ
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か
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右
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数
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司
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司
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以
内
受
験
者
」

歴
に
か
か
わ
ら
ず
定
め
る
合
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司
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司
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記
試
験
の
合
格
者
を
定
め
る
と
き
に
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

凸
》

〆…
、
２
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
四
年

こ
の
規

１

限
り
、
三
年
以
内
受
験
者
と
み
な
す
。
。
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（
渦
賦
協
跡
例
棚
岬
い
し
１
１
〆

３
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
次
試
験
中
一
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験

（
注
）
高
等
試
験
行
政

’六項
の
規
定
に
よ
り
平
成
四
年
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
中
筆

定
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
受
験
し
た
年
の
第
二
次
試

験
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
論
文
式
に
よ

除
さ
れ
た
者
で
同
年
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規 Ｉ

を
免
除
さ
れ
た
者
蚕
論
文
式
に
よ
る
筆
記
試
験
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受
け
た
者
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法
第
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条

し
．

第
一
‐
回
目
に
口
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試
験
の
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験
し
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の
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受
験
歴
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に
関
す
る
手
当
て
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則
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司
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績
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。
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。
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試
験
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係
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『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』
；

同
条
第

司
法
試
験
法
第
八
条
第

定
め
る

第
八
条

第
八
条
に
次
の

二2

第 次
試
験
に
お
け
る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

を
定
め
る
場

験第
十
七
条
第
一
ｒ
》
中
「
及
，
び
第
六
条
第
四
項
」
、
と
「
、
第
六
条
第
四
項
及

燕

管
理
委

受
験
歴

一
ハ前
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第

三
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項
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規
定
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第

第
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中

司
法
試
験
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。
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司
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。
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一
第
二
次
試
験
に
お
け
る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
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目
」
に
改
め
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第
七
号
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、

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
・

二
丙
案
関
係

側
『
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
新
設
』

（
第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

l
l

(2) M
F

i
lI

l ~

&
W

l1
i
l；

J

1

I

素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関
係
〕

２

ノ瞳
ｉ

『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

１
１ 第定

Ｄ
■
１
１
１
、
・
１
１
口
脾
‐
’
㈹
．
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
ｎ
い
’
‐
Ｉ
↓
か
Ｌ
Ｐ
Ⅲ
Ⅲ
ｌ
１
ｌ
ｌ
い
ｌ
鞭
０
卜
ｒ
Ｌ
ト
ー
降
順
い
に
冊
Ｈ
ｈ
Ｈ
Ｕ
亘
削
Ｈ
〃
旧
い
１
４
“
Ⅱ
昨
Ｉ
Ⅱ
ｒ
Ｉ
川
Ⅲ
Ⅱ
川
凶
佃
刈
い
た
昨
麟
日
、
Ⅱ
”
皿
剛

ｈ
尭
馴
も

１
酌
リ
リ
ト
Ⅱ

'

●
１
ｆ
Ｕ
ｉ
８
■
郡
Ⅱ
８
０
ｑ
Ｐ
Ｅ
Ｉ
ｌ

平
二
・
一
○
・
一
二

’
4

1
1 1

領

験
の
合
格
者
を

か
、
司
法
試
験

Ｆ
畑
１
０
９
５
ｍ
州
Ⅲ
瘤
瑠
旧
咽
咽
呵
０
Ｊ
柵
Ｍ
岬
凹
い
り
０
６
１
０
８
冊
肌
Ｕ
０
Ｊ
Ｉ
６
０
帆
０
１
１
‐
０
１
刑
ｆ
ｍ
Ｕ

一
部
に
つ
い
て

下
「
受
験
期
間

､三

I
、
１
１
１
４
■

、
へ
０
、
Ａ
Ｎ
Ｉ

一
診
、
べ
ｗ
Ｙ

Ｌ

６

■

Ｉ

Ｌ

～

1



詞
囲
，
鵬
鷺
璽
測
Ｊ
Ｅ
Ｉ
判

Ｌ

《
６
‘
Ｉ
Ｊ
ｐ
Ｆ
ｌ
ｌ
Ｌ
‘
Ｐ
即
寺
胖

Ⅱ

Ｉ
ｌ
ｆ

－
手

、
・
箔

一
幸
■
唾
己

【
念
”

川

〆

び
溝
舞
讓
壺
羅
灘
綴
羅
膨
池
睡
岸
貯
蕊
六
条
第
四
項
及

手
少
か
～
７
，
７
．
‐
小
噛
－
２

％

つ
琶
仏
品
を
”
に
鋪
吋
３
犀
で
〃

や
ツ
乞
初
ワ
ム
１
，
．

わ
惨
昆
解
恥
４
糸
Ｆ
わ
〃
抄
Ｉ
ｒ
幅

ｒ
湾
え
炉
守
″
岬
〃
曲
２
‐

伊
可
此
崎
‐
諺
叉
／
、
”
卸
堵
や
繩
員
ｗ
蝿
（
矛
均
｜
‐
｝
啼
噂
に
菌
糸
紗
縁
＃
雌
辨
ｊ

ｌ

０
粥
瑚
唖
掴
幽
帥
臥
隔
圃
剛
棚
解
職
酔
酢
匪
厩
醗
酵
Ｂ
＃
鰐
１
１
ヨ
ー
庖
呼
脾
階

ｆ
Ｆ
や
旬
で
酷
川
Ｆ
屯
。
‐
ｒ
■
昼
回
■
■
■
■
日
Ⅱ
■
■

し

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ

〃
伽
〃
〃
吻
修
諺
’
ん
し
号
、
；
ｕ
〈
珍
發
姉
Ｊ
１
孔
婦
あ
え
ぐ
‐
忠

←

附

則１
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ｉ

の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
受
験
期
間
を

割
愛
蕊
諺
。
ゞ
感
、
そ
の
者
は
そ
の
試
験
を
劃
け
蔵
か
ゞ
た
も
の
と
み

な
ぼ
。

（
施
行
期
日
等
）

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律

／
仰
叩
珈
沙
イ
ハ
匙
啄
蛎
辮
卜
脚
眺
Ｌ
岬
溌
７
％

■
。
■
■

I

I

B

1
1

il
1.．

''1

＃へ'

ク

ヤ

F

F a

全

御
伊
７
》
、
鈴

ｆ
、
￥
〃
４
４
ｊ
湿
酔
．
野
．
円
ｒ
・
Ｆ

ｒ
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第
一
条
司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
・
以
下
「
法
」
と

一

第
二
条
前

に
よ
る
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る
規

２
受
験
者

「
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
司
法
試
験
第
二

１
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
６
１
１
１
１
Ｉ
ｉ
１
１
１
３
１
１
４
り
１
１
●
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｉ
４
１
‐
！
．
！
●
１
１
１
‐
！
、
１
０
１
１
１
，
１
１
‐
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
を
受
け
た
と
き
か
ら
当
該
論
文
式

、
ま
ず
受
験
歴
に
か
か
わ
ら

‐
ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
‐
－
‐
Ｉ
‐
‐
Ｉ
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｆ

受
験
者
の
う
ち
平
成
四
年
以

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
ｉ
Ｉ
ｙ
ｈ
個
側
５
３
９
§
ｊ
＃
２
Ｎ
別
哨
削
ｊ
４
Ｒ
団
別
館
Ⅱ
５
凸
〃
毎
３
６
４
ｕ
毎

お
い
て
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
の
合
格
者
を
《
定
め
る
場
合
に
は

供

が
三
年
以
内
で
あ
る
受
験
者
（
以
下

い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に

、

、
試
験
を
開
始
す
る
時
刻
ま
で
に
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と

か
ら
、
そ
の
成
績

き
は
、
当
該
試
験
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

歴
に
か
か
わ
ら
ず
７
め
る
合
格
者
数
の
お
お
む
ね
↑
‐
分
の
四
を
超
え
な
い
範

11

が条
の
三
年
以
内
受
験
者

、
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
の
一
の
科
目
に
つ
い
て

Ⅳ
ｆ
Ｈ
高
蝿
Ｈ
１
認
弔
別
１
，
Ⅵ
４
８
通
画
Ｉ
鳶
９
Ｍ
〃
§
８
脚
朋
恥
刷
乳
冒
円

順

に
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

1
1 ず
成
績に

よ
る
試
験
を
受
け
る
ま
で
の
受
験
期
間

下
、
「
三
年
以
内
受
験
者
」
と
い
う
。
）

か

順ら
定
め
る
合
格
者
数
は
へ
同
条
の
受
験

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
６
け
ｌ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｈ
Ｂ
９
Ｒ
９
Ｈ
Ｕ
Ｂ
Ｒ
氏
Ｎ
＃
門
Ｉ
ｋ
Ｆ
Ｆ
Ｂ
Ｈ
ｉ
ｌ
９
Ｒ
Ｉ
刈
哩
な
肩
ｆ
Ｅ
ｘ
Ｈ
Ｉ
渡
７
．
号
簿
ｑ
ｋ
ｈ
＆
ｌ
ｆ
ｌ
ｕ
Ｂ
圏
＃
粥
閻
＃
＃
ぜ

に
合
格
者
を
定
め
た
後
、
そ
の
余
の

謡
溌
迅
靭
叫
朗
ｒ
Ｅ
急
局
剣
哺
部
押
刈
さ
島
雑
弗
、
Ⅶ
痢
淨
目
リ
ー
測
明
瑠
淵
判
間
ざ
ぐ
斗
射
。
Ｆ
１
●
、

関
係
〕
平

ﾘ‘ 則
1－－

7

I

二
・
一
○
・
一
二

第
二
次
試
験
論
文
式

マ
且
恥
咽
．
Ｉ
ｆ
ｌ
『
ｈ
ｇ
１

〆■
〆

に
よ
る
試
験

弔
砲
喧
旧
Ｆ
も
Ⅲ
封
升
我
止
曝
取
幸
異
“
処
凹
冊
回

巌
匙
玲
テ
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日
日
■
■
Ｐ

倒
画
垣
函
廻
画
廻
廻
国
画
望
曄
Ｂ
Ｒ
Ｔ

鋤
閥
湖
山

珊
掴
咽
型
｛
酔
匪
・
昨
酢
四
Ｆ
巴
硲
叶
酔
肘
団
Ｒ
Ｈ
ｔ
Ｈ
伊
ｂ
ｒ
侭
■
、
厭
・
卜
ｐ

。
ｆ
△
１
時
Ｗ
ｈ
ｌ
Ｆ
喰
胡
恒
１
１
ｈ
Ｈ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

附

則２
法
附
こ
の
規

１
３
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
四
年
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
を

（
注
）
２
項
は
、
高
等
試
験
行
政
科
試
験
合
格
者
（
論
文
一
部
免
除
者
）
及
び

囲
内
と
す
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
平
成
四
年
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
に
お
い
て
筆

験
を
免
除
さ
れ
た
者
で
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及
び
法
第
六
条
六

を
免
除
さ
れ
た
者
で
同
年
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条

験
に
お
け
る
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
論
文
式
に
ょ

、
三
年
以
内
受
験
者
と
み
な
す
。

る
試
験
の
合
格
者
を
定
め
る
と
き
に
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
限
り

の
規
定
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
受
験
し
た
第
二
次
試

へ

施制
度
実
施
第
一
回
目
に
口
述
試
験
の
み
を
受
験
し
た
者
（
筆

に
つ
い
て
の
、
受
験
歴
カ
ウ
ン
ト
に
関
す
る
手
当
て
で
あ
る
。

ノー

イ丁

期
日
等
）

則

則第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試

は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

｜
《占

q

i風E
q

髄：
F

l’d

qp

l
記

免
除
者
）

己
一
三
口

試
験
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△

‐
‘
Ｉ
Ｉ
ｌ
腿
脆
砿
礁
剛
灘
醗
醗
肺
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

Ｊ
ｒ
Ｉ
Ｉ
１
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｐ
Ｉ
ｌ
川
１
１
１

｜
マ
守
偉

一
寸》
喰
十
一
・
爽
熱
へ
鮭
一
素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関
係
〕

Ｊ
Ｊ
も
、

お
う
、
プ
っ
調
‐
』
』

ｊ
勺
タ

叫
峰
〉
へ
！
〃
宮
。
、
ｊ
心
し
兵
‐

ｑ
〆
『
〃

ｆ
Ｕ
‐
、
Ｕ
肌
・
ザ
ノ
踵
，

○

、

『
『
Ｊ
ｒ

〆
孔
（
批
姉
ゞ
比
・
》
↑
む
“
〕

０
４
§

一
一

一

(1) 弓

第
二
次
試
験
に
お
け
る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
・

丙
案
関
係

『
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
新
設
』

（
第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

定
め
る
。
）

第
八
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
・

／
ぐ
べ
・
式

‐
‐
２
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
の
合
格
者
つ
い
て
は
、
第
三
項
及

び
第
四
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
試
験
の
成
續
に
よ
り
定
め
る

ほ
か
、
そ
の
一
部
に
つ
き
、
初
め
て
第
二
次
試
験
（
平
成
五
年
以
降
に
行

△

わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
験
し
た
と
き
か
ら
当
該
論
文
式
に
よ
る
試

験
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
受
験
期
解
」
と
い
う
。
）
を
も
考
盧

」
一

平
二
・
一
○
・
三
○

－一

五



Ⅳ
ば
だ
重
臺
”
妃
ら
紗
ｔ
主
隊
胸
４
第
一
項
の
規
定

１
１
人
し
？
０

卜
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
１
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
０
Ｉ
１
ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
１
１
ｌ
０
ｌ
ｉ
ｌ
１
ｉ
０
ｌ
ｆ

幅
毒
晶
背
導
恥
ｖ
；
織
罪
崎
嘩
牙
、
、
卜
を
定
め
る
場
合
に

u/γ
”
〃
も
（
げ
ん
側
帆
惚
ｉ
Ｕ

今
》
の
Ｉ
〆
？
ｆ
，
い
／
局
、
や
〆
剰

冷
舘
班
言
協
ｔ
泌
例
称
効
；

〃
も
／
け
堵
療
’
７
初
？
↑
‘

も

ア
イ
永
陥
も
ろ
崎
延
頓

、
叩
け
●
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
９
Ⅱ
■
Ｐ
毎
上
■
０
■
ｂ
且
，
■
ｐ
Ｂ
９
Ｐ
Ｌ
ｇ
日
日
■
，
β
Ｑ
■
■
区
■

(2)

附
『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

則 ３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試
験
の
状
況
に
照
ら
し
て
、
受
験
者

Ｉ
竺
申
“
■
ｄ
Ｊ
ｒ
‐
１
１
◆

‐
し
‐
て
ｉ
定
；
め
Ｉ
る
！
こ
’
と
ｉ
が
Ｉ
で
ｌ
き
’
馬
Ｉ
も
Ｉ
の
ｉ
と
す
ｉ
る
‐
ぬ
！
！
‐
１
１
１
１
１
‐

る
と
き
は
、

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及

り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
合
格
者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
・

期
間
の
調
定
方
法
、

一
“
”
Ⅲ
胴
野
１
１
１
一
睡
司
〆
へ
｛

《
甲
可
診
愈
脹
吟

し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
合
格
者
数
の
合
格
者
総
数
中
の
割
合
を
定
め
§
ぶ
／
琢
聡
ゞ

あ
る
と
認
め
る
と
き

が
比
較
的
短
い
期
間
の
受
験
で
合
格
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
が

。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
期
日
等
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八

一

別

(＝
項
の
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規

お
い
て

に
よ
り
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
の
合
格
者

《
■
■
■
ロ
■
■
■
■
■
■
■
■
、
■
ｑ
■
■
日
。
■
■
ａ
ｌ
Ｕ
０
ｐ
■
瓜
▽
ロ
■
画
亘
１
日
■
■
■
ｒ
Ｇ
０
●
６
，
℃
。
、
．
▽
酉
や
酔
巳
二
Ｆ
タ
ロ
ゥ
・
・
，
．
■
．
・
ｊ
ａ
Ｄ
・
今
■
Ｂ
Ｃ
・
凸
■
●
■
ｃ
▽
。
④
吾
■
。
↑
■
Ｇ
ｄ
，
、
⑤
産
固
４
－
Ｇ
口
■
■
■
Ｉ
●
凸
■
□
■
８
守
ら
■
■
０
■
Ｄ
Ｏ
Ｃ
ユ
■
■
ｃ
０
Ｅ

お
い
て
は
、
当
該
試
験
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

は
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
、
前
項
の
受
験

・
受
験
期
間
の
訓
酎
臘
岬
勺
方
法
及
び
受
験
期
間
を
も
考
慮

君
Ｉ
Ｕ
Ｉ
１
０
ｆ
ｏ
９
０
０
Ⅱ
Ｉ
赴
日
１
口

（
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

1
1

1

謬錦に
酋喝LG

#球〔，昂



詞 ‐

了
、
，
洞
ニ
リ
鰍
塗
吻
イ
ル
州

七
，
鴬
‐
泌
伽
１
℃
も
侭
割
〆
ｉ
ｆ

粂
侭
し

〃
偽
ｒ
州
抵
鋤
ノ
勾
卒
〃
“
し

！
｝ に

四
項
を
加

一

月
一

日
か
ら え

《‐
施 る
改
正
規
定
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
は

行

す
る
○

《

1

1〆

、

、

平
成
五
年

恩

月
日
且

‐ 一→



和 f

瞬
〉
“
吟
恥
鴛
呼
棚
澗
点
列

／
廃 ’

司
法
試
ゞ
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
司
法
試
験
第
二
次
試
験
論
文
式
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る

Ｊ
０
０
ロ
ー
マ
▼
ｈ
Ｇ
Ｊ
１
４
Ｊ

ｑ
Ｏ
■

恥
〃
Ⅱ
も

規
「
司
法
試
験
第
二
次
試
験

素
案
〔
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規

則１
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
受

Ｄ

■

、

０

８

０

９

１

０

０

６

１

０

１

０

‐

１

’

１

１

１

１

０

Ｆ

‐

１

１

１

１

０

１

１

６

■

２
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
験
期
間
の
考
盧
の
方
法
方
法

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

験
期
間
は
、
受
験
者
が
平
成
五
年
以

よ
る
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら
起
算
す

験
を
開
始
す
る
時
刻
に
〆
司
法
試
験
場

該
試
験
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。？■９日面
一

期
間
に
か

験
期
間
が
三
年
以
司
で
あ
る
受
験
者
か
ら
、
そ
の
成
續

》

る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

か
わ
ら
ず
合
格
者
を
定
め
た
の
ち
、
そ
の
余

李
魂

文
式
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法

則

の
新
設
関
係
〕
平
一
’
一
・
一
○
・
二
九

降
に
初
め
て
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に

■す
る
。
．
」
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
試

内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
当

1A

１
１

は
、
ま
ず
受
験

の
受
験
者
の
う
ち
受

６
凸
も

順
に

に
合
格
者
を
定
め

関
す
る
規

(3

則
'一一

１
１
１ _一ﾛ,ロロ一． _



I －

q JJ ﾖ

画
嘩
唾
唾
酔
醒
副
同
咽
詞
璽
二
司
岨
■
二
泊
梱
麺
二
一
コ
■
ヨ
旧
画
四
極
■
ロ
■
ロ
■
一
．
画
掴
垣
恒
廼
麺
桓
個
口
》
■
詞
一
画
■
麺
一
口
種
一
面
口
和
咽
二
勺
ヨ
四
四
■
、
■
■
ｒ
Ｅ
］
昨
ｒ
旧
■
■
■
。
■
■
■
■
屯
俎
■
畑
■
回
固
■
。
■
■
■
■
咽
】
ｌ
‐
い
』
梱
一
■
垣
ロ
ロ
四
函
■
『
呵
１
１
泗
柤
型
囲
い
司
刊
■
匡
匡
１

日
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
９
。
！
・
界
、
－
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
匡
丘
否
１
町
１
１
１
，
－
１

附
則
（
施
行
期
日
等
）

１
こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条

の
規
定
は
、
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。

２
法
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試

験
を
免
除
さ
れ
た
者
で
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及
び
法
第
六
条
六

項
の
規
定
に
よ
り
平
成
五
年
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
に
お
い
て
筆
記
試
験

を
免
除
さ
れ
た
者
で
同
年
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
条

の
規
定
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
受
験
し
た
第
二
次
試

験
に
お
け
る
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
短
答
式
に
よ
る
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
論
文
式
に

よ
る
試
験
又
は
口
述
試
験
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
、
、
、

３
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
受
験
期
間
を
も
考
盧
し
て
定
め
る
こ
と
ヵ

で
き
る
合
格
者
数
の
合
格
者
総
数
中
の
割
合
は
、
お
お
む
ね
七
分
の
二
を
超

え
な
い
範
囲
と
す
る
。

（
注
）
２
項
は
、
高
等
試
験
行
政
科
試
験
合
格
者
（
論
文
一
部
免
除
者
）
及
び

｜

’

ロ
Ⅱ
Ⅱ
！
‐
ｉ
Ｏ
ｐ
ｑ
ｌ
！
‐
“
■
８
１
Ⅱ
日
Ⅱ
０
０
０
．
．
日
”
Ｕ
Ｉ
■
■
１
８
Ｊ
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ｌ

Ｊ

Ｉ

ｌ

Ｌ

ワ

ー

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

ｑ
０
Ｂ
’
０
凸
■
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
ｄ
川
■
ａ
ｐ
ｊ
ｎ
且
日
Ⅱ
Ⅱ
日
Ⅱ
８
１

捌
剴
１
Ｆ
恥
Ｅ
Ⅱ
ｒ
且
底
欧
配
属
■
巳
向
１
句
面
Ⅸ
岨
呵
３
。
■
ｔ
■
呵
可
■
■
Ｆ
ｈ
Ⅲ
Ｍ
Ｌ
Ｒ
Ｉ
■
’
四
個
“
ヨ
Ｈ
ｍ
詞
酢
け
し
ｂ
甜
狙
ト
ビ
Ｆ
“

｜

《弓

》
”
い
■
回
■
日
日
ｊ
羽
膵
則
砠
１

Ｐ
同
‐
Ｂ

ｒ

、
Ⅳ
、
肌
叩
ｕ
Ｕ
Ｉ
，
‐
０
１
７
１
１
１
１
－
１
‐
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
．
１
ｍ
川
皿
朏
恥
，
肺
酬
Ⅲ
０
冊
‐
，
●
Ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
・
Ｉ
■
Ｉ
Ｈ
Ｉ
１
Ｉ
ｈ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
ｒ
■
■
■
■
い
Ⅱ
ｌ
■
■
１
１
１
■
ｒ
‐
け
Ｉ
Ｆ
ｒ
卜
画

小
判
い
い
■
は
一
口
別
型
邑
Ｆ
１
し
邸
摩
ｌ
Ｌ
Ｎ
留
守
Ｉ
居
凸
‐
‐
イ
ヨ
ヨ

ー
‐
１
１
１
■
■
症
■
■
■
Ｔ
■
偽
凹
合

１
１
１

.■■＝



ｄ
逼
画
岨
酒
■
麺
■
■
麺
画
麺
画
切
酢
３
割

１
１
１
ｂ

一
・
、
蔵
翻
一
》
ゞ
岬
郡

呵
制
、
別
訓
■
■
】
』
詞
四
超
■
画
■
『
洞
ら
畔
既
画
酵
卜
匿
■
ｂ
ｂ
Ⅶ
閥
■
ｊ
Ｆ
Ｉ
Ｂ
』
。
一
Ｆ
Ｆ
邸
匿
阜
【
石
『
日
・
Ｐ
ｂ
甸
紐
■
垣
■
馴

卜
“
，
’
千
■
■
日
田
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
悪
■
■
■
■
■
■
■
■
■
昂
■
唖

制
度
実
施
第
一
回
目
に
口
述
試
験
の
み
を
受
験
し
た
者
（
筆
記
免
除
者
）

／

に
つ
い
て
の
、
受
験
歴
カ
ウ
ン
ト
に
関
す
る
手
当
て
で
あ
る
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｉ
Ｂ
８
■
■
区
■
■
Ｒ
Ｂ
■
■
日
■
■
■
Ｆ
８
Ｉ
Ｂ
ｐ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
ｌ
ｊ
Ｉ
Ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ

１
４
画
咽
函
Ｆ
Ｅ
Ｅ
Ｆ
ｇ
ｒ
』
腸
Ｌ
■
Ｌ
５
，
卜
■
函
■
Ｆ
引
明
Ｆ
呵
凸
■
■
■
０
■
ｌ
Ｂ
Ｈ
ｊ
罰
Ⅱ
「

匪

創

i
僧I邸

Ⅱ
Ｈ
ｌ
Ｊ
詞
・
吐
眠
晒
醒
睡
醒
叩
．
●
●
●
●
。
．
●
○
恥
０
０
面
い
い
小
副
エ
印
ｗ
ｌ
９
ｌ

ｆ
Ｒ
Ｉ
ら
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ゾ
〃
ノ
漉
鴻
挫
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で
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睦
《
《
ｉ
魯
騨
４
が

杉
修
一
も
ハ
ヅ
修
輿
‐
剛

噸
雰
‐
Ｉ
ハ
咋
鴎
ソ
鰯
笥
斗
１
１
〃
Ｚ
Ｊ
１
‐一

幻
や
一ｒマ

；
C
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f

1

３
＃
、
雲
と
１
位
、
誘
咲
か
脅
昆
城
吋
ト
方
庁
吟
白
弥
兵
制
艫
の
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文
式
曜
恭
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柳
雌
の

八

１
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〆
１

〆~1
師
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（
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馳
斗
峰
催
ノ
ド
，
？
《
凶
撹
咋
Ａ
１
Ｉ
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不
《

典
甲
‘
卵
巾
ｉ
の
、
、
，

噸
一
以
う
け
建
ち
心
っ
何
〕
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昨
‐
，
ル
ッ
冬

●
１
１
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冊
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Ｉ
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ｌ
１
Ｉ
１
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
９
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
０
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｉ
Ｉ
ｌ
１
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ⅱ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｆ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｆ
１
１
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Ｉ
，
Ｉ
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１
１
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１
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’
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１
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Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
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ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｆ
Ｉ
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
１
１
１
５
凸
ｌ
０
ｊ
ｌ
１
Ｉ
ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
ｌ
ｌ
『
！
’
’
二
ｌ
ｉ
Ｉ
可
Ｉ
ｕ
Ｉ
日
Ｉ
Ｉ

ｑＩＩ

凸

１

１

１

１

｜
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０

■

ｐ

ｌ

ｇ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｔ

ｌ
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ｌ
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Ｉ

↓

ｌ

Ⅱ

Ｉ

０

Ｄ

Ｄ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

１

ｊ

ｌ

Ｉ
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’

Ⅱ

Ｉ

Ⅱ

ａ

４

０

ｑ

１

’

１

ｐ

１

ｌ

ｌ

１

１

１

１

１

１

１

１

ｌ

１
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１

↓

ｌ
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ｌ

ｌ

ｌ

Ｌ
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ｊ

ｌ

ｌ

ｌ

ｆ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

０

ｑ
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Ｉ
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Ｉ
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１

１

０

１

１

１

１
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１
４
０
０
８
■
０
１
０
■
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１
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１
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Ｉ
Ｉ
０
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０
０
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流ナィア1

Y">Z
笏亨で篤〉、

c､〔し弩ノ

一
一

一
第
二
次
試
験
に
お
け
る
教
養
選
択

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
・
正
』

丙
案
関
係

へ 弓
、

第
八
条

司
法
試
験
法
第
八
条

同
条 第
六
条
第
二
項
中
「
七

岸今

弟

三
項
中
「
七

司
法
試
験
の
合
格
者
は

第
一

一

科

目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

項 科

目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を

の

新
設

科
、

目
の
廃
止
関
係

司
法
試
験
考
査
委

ｰ

酉
貝
の
ム
ロ

讓
一
戸
Ｌ
』
Ｉ
弘

一

一
に
よ

9

雅

叩
み
〃
嘩

纐
恥
猟

《
一
Ｇ
斗
な

か

一
ｅ
ｘ
ち
く
鐸
夢
〈
腐
澱

蹴 削-つ

り
、

一
」

、

！
t ，
b 、



部
些
侈
暑
也
叩
イ
副
１
４
く
。
〃
二
心
小
孝
噂
や
職
州
，
過

“
ｚ
３
ｖ
阿
噸
鼻
１
３
．
－

(2)

執
蚊
‐
‐
‐
私
霞
似
な
崩
弥
〃
塊

八
３

愈
冴
さ
鷺
一
；
血
ふ
＃
八
個
猶
茄
も

）
也
刈
Ｊ
粘
り
て
Ｊ
ｊ
Ｙ
ｆ
＃
‐

牌
泌
～
向
い
胤
勾
笹
卿
噌
玖
副
劉
糾
も

、

“
観
啄
イ
汀
Ⅲ
一
胸
＃
～

Ｊ
搬
狗
１
心
服
で
召
；
Ｊ
Ｌ
、

■

↑
“
７

津
馴
イ
削
忽
へ
別

手
が
ｒ
〃
Ⅲ
沙
仇
例
矧
〃

鋸
／

驍
聯
職
醗
瀞
灘
聯
臘
醗
麟
購
爵
臘
麟
職
職
臘
職
鴬
蔓
職
職
厭
；
…
：
‐

だ
し
労
り
ゆ
領
〃
ぶ
い
一

ｌｉ７は
‐
身
河
紳
剛
″
雌
。
僻
）
ｆ

縦

’
1

く
い
秘
、
災
写
￥
卿
謬
ｉ
蝿
し

/~、

γ
（
毎
。
農
）

〆
〒
’
し

諏
凱
〕

一
項
の
規
定
は
、
平
成
七
年
一
二
月
三
一
日
ま
嗽
鮎
蝿
用
し
な
磐

一
’
〃
一
コ
１
１
１
‐
’
１

畦

〉

附ｌ
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

Ｌ

壽
患
へ
、
一
・
と
沌
叫
詔
釦
Ｖ
岬
此
輔
い
兇
窃
げ
り
匂
●
齢
〆
孔
剛
！

I｣ 則 び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め

p
ロー
〆

P員

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及

験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら
起
算
す
る
。

；
ら
、
そ
の
成

前
項
の
受

へ

施

口

I

ノー

イ丁

期
日
等
）

、

Ｆ
Ｆ
心
持
レ
グ
匂
．
肌
印
刷
、
醐
凹
問
咀
晒
瞑
碗
川
柳
剛
抑
．
Ｌ
Ｅ
Ｅ

粕
ｒ
腿
画
ｆ
Ｆ
』

■
可

イ
ベ

ラ
（
》
・
○

荘
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第

目
一
二
一
日
ま
琢
飢
鋤
刊
し
ば
シ
ぬ

烏
二
』
Ｆ
〆

半
Ｉ
上
』
上
粂
１
の
Ｉ
諾
半
十
止
ｌ
規
ｌ
定
ｌ
臆
、
亜
’
十
畔
十
九
Ｉ
生
１
ユ
ー
！

’匪
芦
副
脚
旧
思
削
孑
墹
珈
乱
Ｉ一1

Ｆ
１
″
寺
Ｊ
１
赤
Ｊ
１
‐
睡
歸
Ｔ
Ｊ
今
画
１
１
庁
峰
ｌ
Ｊ
－
や
１
１
ｍ
叩
Ｉ

定
め
た
血
則
時
い
い
い
、
對
丁
裁
呼

rrZA
ザ÷

ノー
踵
准
凹
腰
陰
凡
踵
イ
吐
凹
侭
凹
端
抑
壁

霞
壗
宇
雨
零
仏
・
呼
黙
散
端
炉
訓

《
に
’
‐
）
、
ｉ
Ｉ
華
雫
ヤ
‐
４
川
小
ｌ
訓
桑
《

1

1

寺
川
曲
Ⅲ

、
乙
叩
審
既

Ｉ露

Ｌ

笛



湖卓

一

牝

勾
・
１
１
明
り
０
．
ヂ
町

戒

（
注
）
２
項
は
、
高
等
試
験
行
政
科
試
験
合
格
者
（
論
文
一
部
免
除
者
）
及
び

劇
１
此
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
受
験

式
に
よ
る
試
験
を
受
蛎
蝋
批
叩
と
み
な
す
。

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
土
ｆ
適
用
上
，

制
度
実
施
第
一
回
目
に
口
述
試
験
の
み
を
受
験
し
た
者
（
筆
記
免
除
者
）

に
つ
い
て
の
、
受
験
歴
カ
ウ
ン
ト
に
関
す
る
手
当
て
で
あ
る
。

n
町P

張
寺
勺
ゞ
、
ｇ
７
ｉ

‐
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
７
１
Ⅱ
１
，
Ｊ
’
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
・
ｌ
ｌ
ｊ
０
ｏ
ｏ
ｊ
ｌ
１
４
３
Ｉ

r一、

し|；
た!、-／

≦
一0

一

次
、

tY !試

;嬢
樅
:《｜や

1更
ｿ雲

に．

Ｆ
、

１
１

’

し



〃
下
私
弥
鋼
吋
叩
吋
に
陶
側
定

冬ー 1
I

（
落
荊
）

、

２

④
蝿
搦
蜘
聡
沌
侭
撒
く

轍
ｆ
ｌ
い
，
秘
１
矛
娩

絢
吻
ル
リ
ト
砕
か
…
１

忽
脈
眺
ル
ノ
ヒ
‐
牙
昼
ち
か
・
考
々
り
ゅ１

０
０
日
ｆ
″

１
４

ｔ
か
い
労
ノ
ザ
〃
；
～
も
り
が

咋
凝
冷
噸
／
”
ん
Ｍ
Ｉ
Ｉ
，
γ
小
物
ｒ
も

襯r感，〃

総塗f嘘等?含

鰯
璃

〃
P ？
2 ‘

J

Jも h

鋤タ（!治）！

ﾘ；
【ノ

I；
？ LI

1 F11
則

＃
埴

◎
素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関
係
〕

（1）

/-、 弓丙

第司案

一
第
二
次
試
験
に
お

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

第

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を

八法関

条試係

験

の第 舟
合二澄
格項 ’’

し ‐

者の シ

は新ど
て

司書 I
朧

法

含試

鴇
験

考
法

査
；

委 2
国

員 談
句

の b

合 蕊
二学

う冒莪

に 11
よ 遡

聾
つ

一一
児． 1，

⑨

め
る
里
）

八王ミお る五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
初
め
て
受

ｲ

鵡
群
識
腔
崖
霊
塞

け
’

る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

瀞
0

戸

、

司

１
１
１
１

法
試
験
の
受
閤
吋
封
ヴ

’
’
⑬
拳
穆
罷
喋
川
獺
祁
湖
ｋ
符
移
り
舟
謬
擢
を
挽
裾

I

平
二
・
一
一
・
五

亦
守
ｊ
含
寸
坐
怜
ｌ
土
手
Ｉ
赤
↑
上
作
ｉ
菫
子
４
９

１
．
■
－
７
１
１

１
１

め
る
と
き
は
、

の
論
文
式
に
よ

合
格
者
総
数
の

験
期
間
（
平
成

削

り
、

ｉ
ｌ
Ｉ

一 一二 一一



’壽珂
3
1

，Ⅱ画 一

君

｜
讓

跳

Iq
i

‘ ’ §胃

ａ
咽
，
鳥
屋
品

欲 一"､座ノ

吟 』XjXg』慧辮郷

獺競ニゲ洲,
仇か噺狗、→やザ

７
と
り
ゅ
１
，
〔
沙
〕

潅
産
熟
〃
癒
秘
殺
り
弘

今
を
蓬
『
舗
窪
ｉ
喰
索
塾

Ｉ

い
ぼ
・
砂
“
ｐ
二
判
５

附
霊
一
・
〕
ト
ー
Ｌ
１
１
出
１
．
１
Ｌ
伽
Ｉ
Ｉ
Ｌ
門
川
ｄ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
■
Ｂ
１
Ｉ

Ｉ
１ 則 ３

司
２
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

仏
岬
＃
迩
朧
４
杯
妙
合
格
者
を
定
め

け
た

以
下

者
で

も
、

１
と
斗
さ

試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及
び
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定

短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次

述
試
験
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
諭
附
捧
熟
呼
総
諦
法
第
八

条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
二
次
試
・
験
に
お

に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
に
お
け
る
第
二
次
試
験
の
口

（
施
行
期
日
等
）

と
ぎ
：
］
か
ら
当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
を
い
う
。

（
熱
り
の
薪
６
４
７
１
誉
漁
令
冷
茄
悔
泓
い
し

血
鳴
蹄
附
好

同
じ
）
に
か
か
わ
り
な
く
４
札
椴
曇
弓
糺
婆
籠
ヤ
め
た
の
ち
、
群
＃
め
Ⅱ
綜
以
押
到
到
矧
刊
１
１
１

（
趣
，
，
″
Ｊ
ノ

あ
（
匂
て
受
験
期
間
が
三

法
試
験
管
理
委
員
会
は

は
』
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

同
様
と
す
る
。《ロ

P

ｒ
届
ｒ

心
偶
』
原
理

J,

伽
１

年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
約
脈
以
Ⅱ
妙
乢
叫
進
婦

Ｉ、
命
洗
が
卿
挫
粥
し
易
為
岬
喀

ｒ

停
租
山
苫
ｋ

ｒ
四
日
８
画

ｑ
Ｆ
ｒ
ｌ
Ｉ
８
８
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１
Ⅱ
。
■
■
日
。
■

h

附
』

L』 則

第
四
項
の
規
定

１
１

二
－
１

に

ト
ー
ｈ
ソ

主

さ
ラ
（
》
○

ブ

‘つ

￥

《

『

〔

一一



、 J 瀞

■ロ

空

耐 一

ド .
：

'‘灘

。
賊
路
函
画
引
、

８

何■

い
て
短

＃

』

・
剛
』
■
も

答

式
に
よ
る

戸

ａ
Ｌ

試
験
を

、
■
ザ
畑
画
’
川
国
Ⅳ
助
計
肌
勺
■
咽
叩
、
顧
馴
、
鹿

哩
６
１
卜
日
日
■

＝
ヱ

け
て
い
た
も
の
と
み
な
す

ｆ

唇．

1
f

L

8

】
６
日
臣
４
１
１
１
１
１
１
■
０
幻
日
■
■
‘
Ｉ
８
８
ｑ
Ｈ
Ｕ
Ｉ

○

『芽

一



’
１
‐
劃
陛
冊
Ｉ
や
］
串
４
．
守
岬
釦
Ⅱ
鞘
噛
咋
・
誤
草
履
囚
堅
畑
川
Ｌ
罰
肌
‐
週
旧
屡
棚
荊
脚
，
．
負
印
唾
嗣
苗
寧
陰
晦
↓
』
儲
‐
尼
同
層
』
“
紺
咽
爾
馳
眺
剛
，
劃
，
》
『
配
ほ
ぶ
・
“
噌
蝿
副
耐
‐

審
口
■
乱
“
ロ
ロ
。
ｐ
日
１
１
■
一
■
“
，
‐
，
‐
ｌ
‐
Ｉ
Ｂ
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
哩
哩
０
日
旧
’
‐
叩
ｌ
Ⅷ
‘
‐
Ｉ
ｊ
１
１
Ｉ
Ｉ
‐
‐
１
－
１
‐
１
１
１
‐
‐
‐
１
１
１
１
．
’
１
１
１
卜
３
１
ｌ
‐

「

ロ

臘

◎
罫
※
、
、
菫
鬘
“
“
”
Ⅲ
“
ゞ

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
・

二
丙
案
関
係

①
『
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
新
設
』

（
第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

定
め
る
。
）

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
Ｑ
司
法
試
験
管
理
委
員
会
餌
、
訊
法
試
験
の
受
験
者
の
動
向
に
照
ら
し
、

ロ
号

受
験
者
が
よ
り
短
期
間
に
合
格
す
る
可
能
性
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
と

８
Ｆ
・
町
Ｆ

毒
。
認
め
る
と
き
値
』
詞
成
八
年
以
降
に
実
施
す
曝
鐵
二
次
試
験
の
論
文
式
に

息飢

汀
ｒ
４
Ｂ
Ⅱ
１
ｑ
４
０
１
，
１
１

」

頚

‐

職
Ｗ
八
Ｕ
よ
る
試
験
に
お
け
る
各
回
の
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
（
ま
ず
当
該

鷺

試
験
の
合
格
者
総
数
の
お
お
む
ね
七
分
の
五
を
下
回
ら
な
い
部
分
に
つ
い

千
恥

ｆ
錫
〃
・

て
受
験
期
間
今
一
、
「
成
五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ

一
第
二
次
試
験
に
お
け
る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

ノ

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を
削
り
、

Ⅱ

垂
‐
二
・
一
一
・
一
ハ

Ｌ
ョ
■
ふ
り
Ｌ

桐
悌
岬
創
巳
い
咄
、
咽
眺
匪
臣

Pb

■ﾛ■■■ － 一 一一



Ｉ
Ｉ
ｒ
ト
ー
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｐ
■
’
し
も ｌ

Ⅱ
’
’

一
匹
花
垂
口
口
時
幻
口
河
訂
ｒ
Ｈ
ｉ
０
ｉ
■
”
碗
竃
四
一
ヨ
■
Ｅ
牙
守
日
Ｂ
二
－
１
１
４
．
１
１

哀

し

壕

腓
応
し
岬
Ⅲ
銅
報
蝿
坦
姻
湖
ご
先
▽
・
帥
恥
曝
岬
醐
酔
産
睡
眠
腓
昼
三
畦
里
畦
睡
睡
阜
困
匿
哩
剛
酔
函
時
陰
し
■
ｑ
‘
酢
ｐ
防
恥
酎
及
』
県
Ⅳ
■
■

附肉
い
■
■
■
■
■
■
５
日
１
２
．
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
ｌ
Ⅲ
Ｊ
昭
３
，
ｑ
ｌ
帷
吋
Ｉ
，
吋
川
‐

③則２
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附

ｌ
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
合
格
者
を
定
め

試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及
び
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定

短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次

ま
で
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
・
）
に
か
か
わ
り
な
く
合
格
者
を
定
め
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状
況
を
改
善
（
是
正
）
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て

合
格
す
る
可
能

て
、
初
め
て
第
二
次
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
当
該
論

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

験
、
昔
・
く
‐
い
＃
洞
調
穏
蒐
厭
、
岡
．
附
加
職
稲
哩
●
制
，
‐
埠
叩
．
Ⅷ
Ｆ
Ｍ
医
伽
醗
弘
圏
隅
田
画

Ｉ
ｌ

２
０
１
Ｌ
咽
咀
Ｉ
ｈ
■
■
■
■
■
■
■
■
１
１
■
１
日
１
１
１
４
Ⅱ
０
■
Ｉ
Ｈ
ｌ
ｌ
ｉ
‐
ｋ
ｉ

管
理
委
員
会
規

〔 性

を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試

則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

■
醍
隼
由
町

１
１
１
１
１
１

１

1

ｉ
ｌ

鵬
１
６
１
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
研
Ｉ
昨
Ｉ
■
■
一
■
■
■
１
３
州
胃
１
１
“
１
１

合
格
者
の
一
部
に
つ
い
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駐
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Ｉ
Ｆ
■
目
Ｊ
１
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二 一

】

(1) 弓

丙
案
関
係

司
法
試
験
法

第 素
案

へ ＝

第
八
条
に

定
め
る

第
八
条

司
法
試
験
法
第
八
条

同
条
第

2 二

験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
司

法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
報
訶
畢
側
哨
禍
ｖ
当
該
試

験
の
成
績
に
よ
り
定
め
る
ほ
か
、
合
格
者
の
一
部
に
つ
い
て
、
初
め
て
第

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、

合
格
す
る
可
能
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と

第
六

一
一 次

試
験
に
お
け
る
教
養
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

戸、

次
試
験
を

司
法
試
験
管
理
委
員

司
法
試
験
法

条
第

○

三

次 項
中

儘
弟
｛
ハ

司
法
試
験

ｰ

一
一の

二

' ’

'’
' ’
1ド
I

一
受
，
し
た
と
き
か
ら

項
中
条
の
改
正

弓

七
科
目

項
を
加

の

一第

二

の
▲
ロ

弓

七
科
目

部
改
正
関
係

会え 格
者
は

項
ｰ ー

をは る の

、 ○

新
'一一

I「
‐
一
ハ司

法
試
験
に
お
け
る

、

を設
一

一

Ｉ

Ｄ
Ｌ
■

』

１
１
１

定
の
期
間
内
に
当
該

科
目

司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

ｰ

〔
一
ハ

科
目

■■■

に

一
》
一
又

罰
函 改

め
る

平
」

I

め
る
と
き
は

験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

一
一に

や

改
め受

○
一

李
諦 験

者
が
合
格
ま
で

、
一

' ｜●

、 ’ ｜一

一

〈
七 ‘

文
式
に
よ
る
試

第
七、

第 宮
言
孝
と

一
一

次
試

削
り
、

一一一・



●

１

１

Ｉ
ｉ
Ｎ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

亀

申

(2)

(a) (b) (a) 附
『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

文
式
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
行
わ
な
い
。

や

３
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第

２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

則 び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
合
格
者
の
決
定
方
法
を
採

貯
訓
馴
切
Ⅲ
詞
蝿

い
Ｉ
■
■
一
■
■
刀
。
田
■
Ｉ
ｂ
Ｅ
８
１
１
１
椹
’
１

７
１
１
１
’
Ｊ
Ｉ
１
１
１
９
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｆ

合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
平
成
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論

者
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

平
成
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
の
合
格

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及

採
用
し
た
後
、
こ
れ
を
や
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

験
を
受
け
た
者
か
ら
定
め
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
告
示
す
る
・
当
該
決
定
方
法
を

（
施
行
期
日
等
）
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．
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叩
間
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確
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鹿
図
呼
郵
１

■

Ｐ

Ｉ

ｐ

Ｉ

■

１

６

１

卓

■

喧
画

ｊｂ
３

１

｜
’

詞
制

れ
た
第

師
醐
弓
‐
歴

は 用
一

定
の
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
に
は
、
平
成
四
年
以
前
に
行
わ

、ー

ｰ す
’

平
成
四
年
以
前
に
行
わ
れ
た
第
二
次
試
験
を

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第

る

に二

次
試
験
を

.

つ

い
て
は
、

１ 《ｰ
1

受
I

け
た

同
項

脾

貯

０

荘

に

‐
■
ロ
■
■
且
■
９

－

－ に

上
」
一
と

規

定
〈
一
宮 す

る
初
め
て

手
一
命
，
汗
号

い

G
も
の
と
す
る

受
今
己

け
た

ま
な二

第
一

一

項 い

○

４
℃
の
》
と
｛
９
る

に

次
試
験

規

定

｛
９
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Ｉ
ｐ
８
・
日
▲
Ｆ
Ｌ
ｌ
Ｉ
０
Ｄ
Ｆ
Ⅱ
ｑ
ｄ
Ｏ
４
１
ｑ
Ｐ

Ｉ
Ｉ
巾
１
１

１
１

同

１

１

腓

Ｄ

ｈ

ｉ

Ｉ

Ｊ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｒ

１

ｌ

ｌ

ｌ

心

‐

Ⅲ

Ⅱ

｜

剤

期

師

也

州

却

凋

珊

唱

磨

㈱

恥

酔

百

一

吋

両

《

醐

畷

齢

芯

咄

艮

哩

暦

酎

畷

畷

圏

畔

睡

蒟

鋼

澗

画

珊

瑚

簿

垣

罵

膨

麗

醗

醇

邑

乳

迩

副

榴

圃

溌

罰

言

遡

淵

割

四

割

西

隊

嗜

鳴

銅

潮

竃

『

溌

斤

時

陛

慨

罰

刷

紬

官

Ⅸ

程

『

国

璽

禰

醗

臨

時

等

．

Ⅵ

ｒ
Ｅ
ｆ

ｌ。
，
鋤
‐
ｌ
‐
１
，
１
１
１
１
１
１
口
．
’
１
■
■
五
画
■
‐
１
１
１
１
‐
，
１
１
‐
川
Ⅱ
１
‐
１
１
１
０
，
１
‐
ｌ

耐
。
．
。
●
Ｉ
・
洲
勾

一
１
．
申
野
師
蕗

尾
口
Ｊ
』
乱
》
》
》
碓
》
》
比
通
山
砥
Ｒ
卜
附
岬
咄
辨
岬
唖
，
制
評
州
岬
》
一
》
埴
。
．
ひ
呼
堅

角

一
ｆ
Ⅲ
“
一
『
〃
鄙
中
一
一
十
噸
・

隅
ソ
・
↑

■･

附
則
（
施
行
期
日
等
）

ｌ
こ
の
規
則
は
、

「
司
法
試
験
第
二
次
試
験
論
文
式
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る
規

Ｉ
も
，
Ｉ
ｌ
ｌ
ｂ
Ｊ
０
Ⅱ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
ｌ
４
Ｉ
も
畑
Ⅲ
門
Ⅱ
１
１
８
１
Ⅱ
Ｉ
Ｊ
４
Ｎ
ｊ
心
Ｏ
Ｉ
Ｉ
■
Ｉ
Ｉ
７
０
Ｕ
８
９
７
１
０
‐
１
旧
Ｏ
Ｉ
Ｉ
守
Ｉ
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
‐
１
Ⅱ

１
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

め
て
受
け
た
と
き
か
ら
起
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
試
験
を

開
始
す
る
時
刻
に
、
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
当
該

試
験
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

２
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
ま
ず
受
験

期
間
に
か
か
わ
り
な
く
当
該
試
験
の
合
格
者
総
数
の
お
お
む
ね
七
分
の
五

を
下
回
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
合
格
者
を
定
め
た
の
ち
、
当
該
合
格
者
以

外
の
受
験
者
で
あ
っ
て
受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
残

余
の
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

合
格
者
の
一
部
を
定
め
る
た
め
の
基
準
と
な
る
初
め
て
第
二
次
試
験
を
受

け
た
と
き
か
ら
の
期
間
（
以
下
「
受
験
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
受
験
者

が
■

１

１

１

１

１

１

１

川

川

制

１

冊

Ⅱ

１

１

Ⅱ

川

Ｈ

Ｎ

ｌ

１

ｌ

列

１

，

１

平

成

五

年

以

降

に

行

わ

れ

る

第

二

次

試

験

の

短

答

式

に

よ

る

試

験

を

初

｜
、
寸
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
一
〆
す
る
。

睡
耐
瞬
醗
院
↑
ョ
即
世
高
調
劇
画
判
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１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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1
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則
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，
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‐
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‐
１
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略bず
ー

曲
厚
田
巳
・
Ｂ
０
・
陸
画
垂
遍
■
■
３
１
評
１
群
州
Ｊ
司
信
■
■
■
■
■
詞
■
■
ｉ
ｌ
ａ
口
も
５
，

羽
１
１
皿
旧
や
目
Ｅ
”
■
‐
皿
刷
１
１
１
１
１
鮒
１
，
Ｉ
‐
‐
！
１
０
８
口
４
１
■
Ⅱ

）

h

’
2 1

１
１
ｉ

論
文
式
に
よ
る
試
験
又
は
口
述
試
験
の
一
の
科
目
の
試
験
を
開
始
す
る
時
刻

の
と
｛
９
る
。

受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
す
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
次
試
験
の

に
、
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
そ
の
試
験
を
受
け
た
も

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を

お
け
る
第
二
次
試
験
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

び
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年

五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及

法
附

則

１
１

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成

且１

《

面
側
用
ご
ｑ
■
Ｆ

Ｂ
』
■
日
日
仏
・
■
■
■
■
■
町
■
■
■
・
’
１

１

１

I

〔

・
す
１
１
１
０
Ｉ
Ｂ
Ｂ
■
ｐ
●
Ｒ
ｕ

ｌ
ｌ

ｌ

に

い
《

Ⅱ
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陥
切
室
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成
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琢
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理

９
鰯
冬
鰯
琴
鎮
鼠
仙
『
司
法
試
験
法
第

今
畦
砂
わ
γ
山
子
勺
一
画
〃
ｖ
心
鎧
１
ン

怜
邦
‐
勿
辱
覆
演
剛
兎
《
”
雌
岫

判
翅
・
‐
悲
抽
副
飼
鳥
網
剖
瑚
調
理
梱
，
哩
驍
畷
畷
陞
邸
匿
膳
棚
剛
鴨
潤
い
仏
矧
慰
酔
ｒ
罰
呼
聯
戯
恥
匪
咽
測
匿
陛
冒
齢ト

ー

Ｉ
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
１
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
’
２
１
１
１

１

二
丙
案
関
係

◎
素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関
係
〕

一
第
二
次
試
験
に
お
け
る
非
法
律
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

〆、

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

定
め
る
。
）

第
八
条
司
法
試
験
の
合
格
者
は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
が
合
格
ま
で

訓
識
制
鐵
剖
巽
哉
伽
螺
溌
蹴
鐵
醐
副
噸
感
慨
鯏
濁
蝿
噸
蔽
享
合
格
者
の
一
部
に
つ
い

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を

て
、
初
め
て
第
二
次
試
験

Ｈ
Ⅳ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ｎ
Ｍ
Ｎ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅲ
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
仙
側
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
脱
Ⅱ
Ｉ
１
‐
，
１
Ｉ
ｌ
１
１
Ｉ
ｉ
ｉ
４
響
Ｉ
１
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
ｌ
１
ｌ
ｌ
刊
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｐ
０
ｊ
１

験
の
論
ゞ
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
司

合
格
す
る
可
能
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試

法
試
験
管
理
委
員
会
規

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

Ｉ
八

条
第
二
項
の
新
設
』

則

『
業
と
垂
又

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

目
欧
罰

■
ｐ
■
、
抑
７け

た
と
き
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
当
該
論

1

可

平
二
・
一
一
・
二
九

週
１
画
ｉ
極
ｉ
司
崖
Ｉ
試
Ｉ
葵

念
じ
ａ
５
Ｄ
Ｅ
Ｄ
ｑ
ｌ
Ｐ
９
Ｅ
ｐ
日
日
０
■
ｕ
Ｈ
９
Ｎ
Ｕ
目
■
旬
日
坐
Ｂ
Ｅ
Ｐ
■
■
Ｆ
０
４
”
３
●
９
凸
壹
■
５
■
０
５
■
ｐ
９
ｆ
ｎ
＆
Ⅱ
。
■
ｇ
怜
侭
８
６
■
Ｆ
げ
ら
町
凸
●
且

叩
田
ｌ
Ⅲ
Ｈ
Ⅱ
１
１
１
１
１
Ｊ

｡■

| ‘
’

削|’

り
、

伸
同
坤
勺
１
１
＃
Ⅱ
乢
咀

一



象
叩
ｆ
晃
ｉ
１
《

”
罫
別
ソ
”
“
γ
剛
？
’
１
）
方
７
し
。

I

一一

１側

Ｌ

○
一
噸
痴
廼
，
誇
溺
〃
勿
今
１
１
も
ノ
己Ｉ

感
森
吻
噸
玲
１
町

糾
痢
シ
マ
琴
↑
み
こ
蛎
修

一一

い
い
偲
竺
が
？
‐

一一一

淵
髄
仰
朋
柳
帆

郡
｛
｛

合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
平
成
七
年
ま
で
に
行
わ

輿
畷
鯲
繩
浄
〆
文
式
に
よ
る
試
験
に
つ
い
て
は
、
蝋
蝋
蝋
咄
《

蝉
秘
糾
翻
騨
醒
麟
蝉
鶏
準
班
灘
勝
懸
鱈
隔
離
蟹
鯉
醍
財
醐
聯
砿
齢
釧
欺
罰
慰
眺
説
琲
秘
洲
命
騨
で
け
叫
附
岬

ペ
毎
〃
オ
ォ
ル
ｊ
々
７
を
７
く
〃
〃
β

I

＃

丙
享
』
宝
武
馴
起
子
陣
籾
序
ｆ
Ｉ

蕊 ’
1

力

b』

別

(2)
一一一

ｊｂ
２

１ 附
『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

・
３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
合
格
者
の
決
定
方
法
を
採

則 び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

○
白
｝
」

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

者
の
決
定
方
法

平
成
七
年
ま
で

・
零
爵
驚
ｙ
照
易
〃
、

文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及

採
用
し
た
後
、
こ
れ
を
や
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

主
さ
プ
つ
○

用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
告
示
す
る
・
当
該
決
定
方
法
を

（
施
行
期
日
等
）

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に’ にL

行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
の
合
格

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

●
ｌ
Ｐ
ｆ
ｆ
ｔ
ｌ
０
１
Ｄ
８
．
↓
～
８
皿
■
●
□

た
』

善
か;，
勝

らル
ーウ

疋 ’
1

め｜
る ｜

｜･ﾊ<
｜

き’
ー」

師
亭
垂
鼻

第Ｆ
塵
Ｌ 印

罪
睡
鉦
味
烈
些
霞
辨
浮
淫
溌
静
咲
琴
維
醗
臘
恥
撚
罫
砿
瞳
蕊
恥
厩
職
齢
聯

八

れ
る
第
二
次
試
験
の
論

条
第
二
項
に
規
定
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
が
で

〃
鍛
鋤
錘
護
粉
…
・
＃
驚
患
。
ｉ
，

損
の
規
定
は
、

り
い

ワ

掛

丑

，

Ｌ

耐

ｕ

や

二

日

Ｆ

Ｍ

Ｎ

》

１

刷
卜
凸
Ｐ
吃
・

姪
Ｑ
犀
０
、
『
出

斗
。
郡

報
》 蕊
篭
藍
控
》
鋳
醗
審
驍
睡
騒

f

麓
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】
Ｆ
霧
ｈ
Ⅲ
Ｉ
Ｌ
い
い
酌
肺
酎
附
昨
弧
Ｆ
画
一

い
３
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規

制
３

１
１
もレ

ｌ
■
！
ｑＩ
１用

捧
汁
肱
鯉
に
つ
い
て
皿

叫
崎
ト
ー
栽
苛
半
喋
４
幽
１
年
ｉ
以
上

は

一
定
の
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
屯
そ
《
ヨ
ー
刃

恥
た
》
鍋
皿
１
１
聡
恥
鋤
耐
維
』
を
霜
愛
川
締
Ｗ
Ｍ
ｉ
ｕ
腱
Ⅲ
隣
箭
劉
騨
含
ま

I

、
同
項
に
規
定
す
る

（

蕊

岬
隅
枇
さ
平
成
四

帥
租
田
沼

,1

lb

左
二
二
口
ロ
は
戸

年
以
前
に
行
わ

な
い
も
の
と
す
る
。

b

含
ｊ
護
Ｉ
な
’
”
ｊ
他
Ｉ
の
Ｉ
午
す
！

冤
一

少

ヨ ！
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適
I

１
１
１
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｜ ，

1

階

守
』

Ｉ
も
１
１
０
．
０
１
，
川
仙
山
〃
‐
叩
け
費
角
Ⅷ
咽
刃

Ｉ

匿
い
醐
匪
副
即
酔
且
“
圃
酌
露
畷
酎
司
・
除
湘
縄
輔
蠅

附
「
司
法
試
験
第
二
次
試
験
論
文
式
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る
規

則１
こ
の
規
則
は
、
早
》
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
↓
ｑ
》
る
。

１
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

が
平
成
五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
初

め
て
受
け
た
と
き
か
ら
起
算
す
る
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
試
験
を

開
始
す
る
時
刻
に
、
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
当
該

試
験
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

２
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
ま
ず
受
験

期
間
に
か
か
わ
り
な
く
当
該
試
験
の
合
格
者
総
数
の
お
お
む
ね
七
分
の
五

を
下
回
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
合
格
者
を
定
め
た
の
ち
、
当
該
合
格
者
以

外
の
受
験
者
で
あ
っ
て
受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
残

余
の
合
格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
施
行
期
日
等
）

l

q合
格
者
の
一
部
を
定
め
る
た
め
の
基
準
と
な
る
初
め
て
第
二
次
試
験
を
受

。

け
た
と
き
か
ら
の
期
間
（
以
下
「
受
験
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
受
験
者

''|
1

1

1

1

’

１
１
－
●
■
７
，
ｒ
ｏ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
０
■
Ⅱ
Ｆ
Ⅱ
』
仙
訓
川
川
叩
Ⅱ
咄

③

、
別
凹
‐
．
割
降
屈
１
Ｗ
Ⅱ
Ｐ
１
『
さ
』
ｍ
□
１
画
裡
蝿
馴
脈
ｆ
Ｈ
閉

ｊ
画
１
１
１
１
１
１
‐
‐
１
１
１
１
，
‐
１
１
－
‐
１
１
１
Ⅱ
１
１
Ⅱ
１
１
．
’
Ⅱ
ｉ
ロ
ー
‐
Ｉ
ｌ
Ｊ
Ｉ
。
■
■
■
ロ
一
戸
Ｈ
１
‐
，
Ｉ
川

則
L一一

_‐ 一二._
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画
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蝉 f･
【 ロ画

側
黛
謝

酢
酷
臼
罰
藍
匪
野
陛
醗
畷
醗
畷

2

訂
■
■
・
Ｉ
日
Ⅱ
２
１
■
９
１
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
‐

）

び
法
第

す
る
に
当
た

受 お
け
る
第

五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第

聿
祁に

、

の
と
す
る

法
附
則
第

文
式
に
よ
る
試
験
又
は
口
述
試
験
の

け
て
い
た
も
の
と
み
な
す

司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き

一今

ノ、

条
第

○ 一
一

１
月 次

試
験
の
口
述
試
験
を

一
一つ

項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成

ニー

ノ、て
は

』

dL q

LF 項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
に

、

当
該
第

一
一

次
試
験

○

二
一
」

次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を

の
場
合
に
お
い
て
、

受 の
睾
覗け

た

■

文
式
に
よ
る
試
験
を

の
科
目
の
試
験
を
開
始
す
る
時
刻

聿
言

はr

四戸
、、

八舎

弟そ
の
試
験
を

当
夛
該
第

i
一

項

１
１
１
１

、
ｉ
ｉ
ｉ
，
§
：
“
罫
望
…

の

受規
定
を
適
用

一
一

け
た
者
及

次
試
験
の

受

け
た
も

Ⅸ

皇
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骨子（事務当局素案）点
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司法試験管理_歪具念が， より短期間の合格可能性を

高める必要があると認めるときに， 合格枠制による
‐

合格者決定方法を実施することとする。

l 合格枠制による合格者決定

方法の実施についての判断主

体等

法律では合格枠制の骨格を規定することとし， 合格

枠による合格者の割合， 合格枠の対象となる受験者

2 合格枠制による合格者決定

方法の内容についての法律上

の規定方式
燦

ら当該試験を受けるまでの

法試験管理委員会規則に委
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一 一
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ニ 引

、驚諺
絶
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遡
津
鱗
州
屯
垂
琴
，
鋤
７
噂
．

β
今
じ

い
診
職
操
，
艀
綴
診
蘇
謹
唖
訊
窪
蕊
秒

愛
苧
鐘
溌
》
シ
毎
患
典
豆
遥
込
也
篭
秘
卿
ｉ
ｔ
い
③

可
Ｊ
１

潅
Ｉ
Ｊ
Ｉ

10

÷

◎

（1）

へ ＝， 丙

第定第司案同

－

素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関
係
〕
平
二
・
一
一
・
三
○

第
二
次
試
験
に
お
け
る
非
法
律
選
択
科
目
の
廃
止
関
係

『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を

。
■
■
■
■
こ
■
画
■
■
■
■
咽
、
ｉ
ｄ
Ｉ
１
・
日
０
１
１
１
１
１
１
１
‐

ｑ

■

’

’

’

四

Ｉ

Ｉ

Ｌ

易

■

可

１

１

Ⅱ

ｑ

１

１

画

唖

垂

■

Ⅱ

■

０

日

Ｉ

Ⅱ

１

１

同ｊＩ

■
■
Ｈ
Ｅ
Ｂ
、
■
■
■
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ⅱ
日
日
■
■
■
■
日
■
■
■
９
Ｊ

h

ヤ

2

条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を

関
係

法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の

八
条
司
法
試
験
の
合
格
者

め
る
・
）

八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
は

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状

合
格
す
る
可
能
性
を
高
め
る

験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に

法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で

Ｈ
９
１
Ｉ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｂ
ｒ
６
名
七
千
Ｅ
則
僻
限
も
凹
む
い
Ｉ
３
Ｌ
ｆ
ｈ
ｐ
Ｆ
兜
や
午
勘
営

】
岱
舘
羅
喝
弓
嘩
価
骨
ロ
胤
価
岫
均
呼
量
堀
Ｊ
勁
両
廷
噂
下
面
壁
勘
い
り
馴
化
叩
醇
帥
刃
琶
晦
・
辱
制
屈
究
司
剖
団
私
邸
酵
産
嗣
笙
ｒ
、
旬

魂
乱
Ｘ

合
格
可
能
性
を
損
な
わ
な
い

初
め
て
第
二
次
託
験
を
受
け

凸←

新
設
』

は
、
司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て

へ
魚
李
認
鶏
謬
秘
零
．
布
管
撫
吻
シ

ジ
／
＃
、
、

○
一、
争
叫
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
が
合
格
ま
で

況
に
照
ら
し
、
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
）
、
第
二
次
試

お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
司

辛
刃
■
Ｐ
ｐ
０
碩
切
“
■
瞬
ｒ
Ｊ
ｒ
い
う
狗
争
口
。
？
、
甲
割
引
や
ｐ
晶
口
乳
、
厨
岡
匂
ロ
好
事
蜀
邨
西
訓

褐
包
左
、
皿
。
や
胃
Ｔ
Ｊ
８
軋
島
側
４
４
少
毎
Ｒ
ｆ
０
Ｆ
４
ｎ
Ｎ
畠
泊
予

凶
門
専
雁
伊

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
多
様
な
受
験
者
の
～、

瞬
露
域
・
舞
刷
さ
掛
侭
。
〆
合
櫓
者
の
。
１
部
ば
つ
い
喜
一
↑

Ｂ
‐
０
．
１
０
．
１
１
９
７
‐
１
Ｆ
！
‘
，
’
ｉ
１
’
１
‐
１
１
寸
！
！
‐
‐
．
．
，
．
１
１
１

・
１
１
１
１
．
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ

‐

た
と
き
か
ら
一
走
の
期
間
内
に
当
該
論
文
式 重“

■
宙

、

「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

砕
一

！

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

０
ｌ
１
ｊ
ｊ
Ｖ
謝
画
型
ｑ
口
凪
口
但
ロ
ロ
■
ロ
ロ
ロ
■
、
■
■
。
ａ
“
〃
噂

け

削

り
、

●総》 異『雲
竃
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Ｉ
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Ｉ
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酔
磨
玲
訟
転
和
蝿
函
鰄
卿
叫
恥
岬
群
師
隊
扉
陞
獣
声
済
し
Ⅲ
Ｒ
削
り
け
．

茎
ム

I
砦

蕊
趣 Ｆ

剛
脇
＃
§
に
２
１
岩

(2)

附
則

言

3 び
第
八
条
第

2 司
法
試
験
法
第
十
七
条
第

1 3

第用上
）
｛
９
る

平
成
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
る
第

て
は

第
十
七
条
第

採
用
し
た
後

用
す
る
と
き
は

に
よ
る
試
験
を

へ

二に 施こ こ 司
法
試
験
管
理
委
員

一

t一

次
試
験
に
は
、
平
成
四
年
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
ま
な
‐
い
も
の

、

行の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条

の
法
律
は

一つ
灯
．

及
沖
万
ロ
ー

』
ど
く
耐
刑

○

適
用
し
な

期
日
等

い
て
は
、

一
一

ソ

項
、

一

、

項
中

ー ｰ 、

受
ー

ｰ

同
項

平
成
四
年

い

○

れ
を
や
め
る
と
き
も

あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

け
た
者

に
改
め
る

帯
融
齢
野

■■■

に 及
び
第

会

規
定
す
る

I

項
の
改
正

は か
ら

錘
0 、

月二 一
ハ

、”

月I」 定
め
る

次
試
験

条
第
四
項

項
に
定
め
る

一

ｰ

日
か
ら

一

｛
疋
の

、

ヅﾍﾐ

の
華
魂

同
様
と
す
る

±
‐

匹

期
間

施
■■■

も
の
と
す
る

文
式
に
よ
る
試
験
に

一
付
｛
９

を 今
ロ

の 格
者
の
決
定
方
法
を
採

ノ

「
、

算
定
の
基
礎
と
な
る

第
一

一

第
一

一

る

○

第
○

当
該
決
定
方
法
を

’

項
の
規
定
の
適

項 ’
｛
ハ こ

I

条
第
四
項
及

の と
が
で
き
る

規

定
は
、

つ
い 、

〆
／
一

琴州－．ﾗ； …
い

、

，

▲

〆

差
嵯
毎
ペ
パ
闇
訓
ｅ
Ｈ

墨
錘
群

南戸
凹

シ

蕊
。
“
偶
写
し
●
毛

《

鐸
物

跨
グ画

争
■
百
五

一
岩
ぃ
《
私

鼠
‐
・
呼
ｉ
”
泌
鋤
哩

守へ
一
電
〃
ｆ
今
ロ
．

▲

〆

嵯
『
ペ
パ
闇
訓
ｅ
Ｉ

辮癖
謡
、
１
１
零
蛮
…
１
１
，
ｉ
“
》

0

仏
牙
９
〃
Ｉ

色

・
‐
屍
詫
や

由
や
ロ
ロ

．

》
醗
錘
〃
〃
＃ 鯵;、

’ 1 や湯シ4
も

i ,"埼遙
#

騨
到
華

２

墨
錘
群

’
1

郡
瑚
麺
逼
諒
“
噛

齢

曄

些

芦

舎

酔

群

喚

』

兜一一唾

岸
一
掃
魂

、
。
ｑ
が
日
』

、
一
雪
急
が
峰

国
一

角
Ｌ
Ｌ
』

や笛幌

Ｆ
｛
ｗ
ｊ
Ｑ
、

》
ｔ
睦

完
池

猴
ｌ
狩
野

シ
ｒ
・
岸
諺
一
．
点
呼

写
Ｂ
Ｂ
ｐ
ｈ
々
マ

や
巻やい

E

A3･.雨＃へぷ･.｡'学
毎
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劃
心
睡

尾
低
吟

夙
酢

附
則

司

司
法
試
験
第

1
剥
脱
出
到
鼎
Ⅵ

12へ

初
め
て
第

刻
に
、
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き

以
降
に
行
わ
れ
る
第

期
間
に
か
か
わ
り
な
く
当
該
試
験

１
と
斗
さ

た
も
の
と
す
る

で
の
期
間

施 にの
一
堂

の
▲
ロ

｝
」

『

司
法
試
験
法

法
第
八
条
第

相
当
す
る
部
分

行の
規
則
は

験
者
で

か
ら

格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る

期
日
等

二

次
試
験

起
算
す
る

二へ

次
試
験
を

以
下

幸
の

、 ー

○

二五 ~つ へ

以
下

至
珊項

の
規
定
に
よ
る

成
五
年

て
受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る

に
つ
い
て
合

「
一
ユ
ヱ 文

式
試
験

○

二

験
期
間

雲
又次

試
験
の
短
答
式

こ ﾛ■■

法け
た
と

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
試
験
を
開
始
す
る
時

一

■■■

月

と
U■■

格
者

の
〈
ロ

一

主

さと い
》
っ
。

○

の
ム
ロ

日
か
ら

格
者
の
決
定
方
法
に
関
す
る
規
則

か
ら

今
ロを い

》
っ
。

格
者

定
め
た
の
ち

格
者 当

該

…

施 に

}一
一 第

八

ー
卓公
ﾉP心、行 の

△
開

二
二
口は数

の
お

決 る
試
験
を
初
め
て
受
け
た

ナ
ン
る

』文
式
試
験

条
第

、

定
エ
ヱ方

法
は

、

者
、○

験
者
が
平
成
五
年

当
該
試
験
を

二当
該

－，

40の
》
つ
ち
か
ら

■
■
■
一
■
■
■
１
，
１
‐
！
ｇ
ｇ
Ｌ
３
ｌ
ト
ー
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｙ
１
Ｉ

項む
ね
七
分
の
五

一
年
｝
マ
ー
ヱ

へ
ロ

、

に

規
定
す
る

格
者
以
外

ま
ず け

る受残
余

受
1－－土

生験 け

4－ｌ
一
一



;兼＝ 画
画
風
佃
畔
ｈ
Ｅ

■
・
占
画
■
声
■
■
１
０
１
１

弓＝

;’
0l

b

：
…

田
口
宝
“

制
湖
貼
沮
劉
○
際
勝
因
§

．
。
川
１
忠
ｆ
‐

■
君

2
I 聿

覗の
と
す
る

に

、

受 す
る
に
当
た

お
け
る
第

び
法
第

五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第

引
４
１
’
。

文
式
に
よ
る
試
験
又
は
口
述
試
験
の

け
て
い
た
も
の
と
み
な
す

司
法
試
験
場
内

一
ハ

○

条
第

二

次
試
験
の
口
述
試
験
を

つ

一
ハて

は
Ｌｊ
■ 項

の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
に

の
、（

試
験

当
該
第

一
一

｛
季
一
梶
に

0

次
試
験

ー

の

二

出
頭
し
た
と
き

次
試
験
に
お
い
て
短

場
一
Ｗ
一
ヱ の

茎
魂合

に
お
い
て
、

け
た
者
は

1 一

の 文
式
に
よ
る
試
験
を

科
目

1

I

q, 、

の
、

試
験
を
開
始
す
る
時
刻

そ
の
試
験
を

第

当
該
答 一

式
に
よ
る
試
験
を

項

１
１

１
１
１
■
Ｈ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｅ
ｒ
Ｉ
Ｂ
８
ｌ

第

二

の

規 垂
又

エ
ヱ 次

試
験
の

定 け
た
者
及

け
た
も

を
適
用 １１

平
成

lIll lI､

l I l

１
４ ，I

I
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・1 M

が
I,〆§諺

ノ

■
■
■
ｑ
Ｈ
ｈ
ｌ
ｉ
Ｊ
Ｈ
○
丑
■
Ｊ
■
■
１
０
”
１
４
日
■
■
日
日
ｌ
ｉ
■
■
■
■
■
ｇ
■
■
一
■
且
■
■
団
日
日
・
■
■
■
１
１
用
ｐ
ｌ
４
１
口
ワ
ニ
■
二
口
。
Ⅱ
１
１
５
１
・
■
■
■
■
冠
■
■
■
■
４
１
１
１
１
１
日
■
３
口
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
毎
口
■
■
■
■
宮
■
丘
、
■
■

、

Ｅ

兆

し

喝

＄

甲

１
卜
可
１
ｒ
ｌ

ｑ

１
ｌ
２
刊

Ｊ
１
Ⅱ
Ⅱ
１
■
■
■
■
■
■
■
９
■
１
凸
■

ｒ
・
恒
判
五
融
両
邑
酔
ｍ
ｑ
甲
雁
ロ
判
岡
叫
朋

１吋■

法
律
案
骨
子

格
枠
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

‐
■
Ｂ
Ｂ
Ｉ
駐
Ｊ
Ｂ
４
ｆ
ｒ
凸
１
１
餌
．
‐
ｊ
ｉ
ｑ
０
．
．
．
４
５
Ｌ
②
く
解
ｂ
Ｐ
Ｐ
‐
Ｉ
』

。
ｌ
、
ｔ
画
Ｊ
Ｔ
恥

。

二

▽

“

ｏ

ｐ

Ｌ

ｒ

Ｊ

凸

。

！

△
、
紅
野
“
口
受
ア
■
４
胃
、
、
●
番
ヨ
，
，
、
叱
Ｐ
″
厩
甲
‐
Ｐ
４
画
ツ
ワ
ク
“
迅
○
釣
や
二
一

２
合
格
枠
制
は
、
多
様
な
受
験
者
の
適
正
な と

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
合
格
枠

４
２
の
一
定
の
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
第
二
次
試
験
に
は
、
平
成
四

１
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
が
合
格
ま
で

宍
国
軍
○
畳
』
岬
Ｊ
１
４
ｏ
Ｐ
ｆ
仙
型
堀
や
Ｆ
１
』
Ｉ
ｈ
ｂ

シ

『

１

９

凸

△

℃

・

Ｆ

１

ｄ

Ｐ

ｏ

Ⅱ

。

■

●

Ｌ

白

羽

観

肺

，

那

呼

則

験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
合

合
格
す
る
可
能
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試

す
る
こ
と
。

、
合
格
者
の
一
部
に
つ
い
て
、
初
め
て
第
二
次
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら

限
度
に
お
い
て
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規

年
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
Ｄ
と
す
る
こ
と
。

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

一
定
の
期
間
内
に
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
か
ら
定
め
る
方
法
と

W

訂

制

を
採
用
す
る
と
き
，
、
こ
れ
を
や

す
る

Ｉ
？

会
梅
剛
：
詣
幽
‐
塞
攪
Ｉ
鰄
ｉ
輯
淫
ｉ
砿

則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

｝
」
‐
〆
）
０

寺
倶
Ｅ
■
Ｉ
・
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｅ
Ｂ
、
出
国
■
■
一
■
－
ご
ロ
亘
一
己
■
■
ロ
ロ
ロ
ロ
コ
ロ
則
‐

唾

ｑ
Ｂ
Ｅ
１
用
４
１
０
。
４
列
ｑ
１
ｑ
ｇ
酢
可
１
１
４

，
仙
一 ．

ｎ
』

ｴ



ｊ
塊
閥
』
い
〃
脚
唱
》
咄
爪
恥
』
咽
酷
“
睦
蝉
ｍ
Ｊ
‐
印
．
！
【
呼
画
刷
・
判
〃
四
季
岡
目
②
、
に
Ｌ
少
川
晤
剤
画
，
Ｉ
一
同
皿
別

謄
悪
俳
：
ｉ
ｌ
‐
－
‐
！
●
１
１
１
！
‐
‐
Ｉ
咄
Ｉ
１
噸
‐
ｌ
‐
‐
‐
１
１
‐
．
．
Ｉ
〕
！
ｉ
卵
１
‐
ｌ
ト
ー
噸
１
１
１
？
ｊ
Ⅲ
‐
ｉ
‐
”
１
‐
１
１
１
１
１
１
１
‐
‐
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
●
．
●
１
週
．
、

一
計
‐
・
岸
、
、
学
舎

号
』
４
隼
牟
一
》
一
』
信
参
《
一
一
一
一
韮
遅
ｌ
領
、

塗
“

◎
素
案
〔
司
法
試
験
法
の
一
部
改
正
関

一
第
二
次
試
験
に
お
け
る
非
法
律
選
択

蟻
２
％

輝
離
『
司
法
試
験
法
第
六
条
の
改
正
』
ｒ
ｊ
ｒ
線
脚
‐
＄
鋒
繍
。
と
鯵
、
、
。

總
齢
、
諒
錐
＃
一
磯
範
繍
剛
勢
第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を
削
り
、

蕊
:､識

勘
發
誓
魂
閥

同
条
第
三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。



ノ

1

(2)

附
『
司
法
試
験
法
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
』

凸

、
。
｝
」

２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、

則 び
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
合
格
者
の
決
定
方
法
を
採

／
該
論

人
が
で

第
二
次
試
験
に
は
、
平
成
四
年
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
ま
な
い
も
の

と
す
る
。

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る

平
成
七
年
ま
で
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
つ
い

て
は
、

適
用
し
な
い
。

第
十
七
条
第
一
項
中
Ⅲ
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及

採
用
し
た
後
、
こ
れ
を
や
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

ｆ
⑦
腱
脚
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
めめ

（
施
行
期
日
等
）

■
０
■
①
■
０
１
■

ず
０
９
山
．
？
ｒ
■
ご
Ｉ
凸
ｏ
６
６
ｒ
ｒ

士
（
｝
プ
○
○

の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
司
法
試
験
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適

文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
訓
か
ら
定
め
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と

そ
の
旨
を
告
示
す
る
・
当
該
決
定
方
法
を

デY僻
呵
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鯵
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■
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１
８
１
９
■
１
１
１
１
１
‐
・
‐
！
‐

峨
閑

」
坪
蝿
・
剛

和

｝

、
起
り
Ｉ

第
一
（
合
格
枠

マ
ノ
糸
笏
小

ｌ
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試

Ｉ

２
合
格
枠
制
は
、
多
様
な
受
験
者
の
適
正
な
合
格
可
能
性
を
損
な
わ
な

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
合
格
枠

４
２
の
一
定
の
期
間
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
第
二
次
試
験
に
は
、
平
成
四

験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
合

合
格
す
る
可
能
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試

格
枠

定
の
期
間
内
に
当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
か
ら
定
め
る
方
法

合
格
者
の
一
部
に
つ
い
て
、
初
め
て
第
二
次
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら
一

限
度
に
お
い
て
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規

に
要
す
る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で

１
亡
圭
９
る
こ
、
と
。

や
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

年
以
前
に
行
わ
れ
た
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

制

制を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

関
係
）

、ー凸一b割

．・ 侭
一

､〉

験制
b

を
採
用
す
る
と
き
及
び
こ
れ
を

に

お則

けの
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

る
受
験
者
が
合
格
ま
で

一

一
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一

一

一
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第
二
（
非
法
律
選
択

の
う
ち
、
非
法
律
選
択
科
目
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
及
び
口
述
試
験
に
お
け
る
試
験
科
目

ｌ
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司
法
試
験
管
理
委
員
会
規

r-－－－－I"7W
31 １

法
律
案
骨
子
第
一
２
の
受
験
期
間
は
、
受
験
者
が
平
成
五
年
以
降

２
法
律
案
骨
子
第
一
２
の
合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
ま
ず
受
験
期
間

起
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

格
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

当
す
る
部
分
に
つ
い
て
合
格
者
を
定
め
た
の
ち
、
当
該
合
格
者
以
外
の
受

わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
初
め
て
受
け
た
と
き
か
ら

文
式
に
よ
る
試
験
・
洲
Ｊ
則
ｌ
合
格
枠
制

験
者
で
あ
っ
て
受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
残
余
の
合

め
に
、
あ
ら
か
じ
め

か
わ
り
な
く
当
該
論
文
試
験
の
合
格
者
総
数
の
お
お
む
ね
七
分
の
五
に
相

司
法
試
験
管
理
委
員

に
〃
９
１

’
。 ■

■P

則

判 案
素
案

会
は
、
平
成
八
年
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論

断
の
基
準
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

を
採
用
す
る
か
ど
う
か
を

ｊ
可
ｊ
Ｆ
Ｈ
Ｉ
ｒ
Ⅱ
“
出
Ⅲ
鴫
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
、
ｌ
‐
ｐ

Ｉ
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Ｉ
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Ⅱ
、
Ⅱ
ｆ
Ｆ
Ｉ

，
６
Ｊ
慨
９
９
１
１
１
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１
‐
１
，
Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
町
Ⅱ
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Ｌ
Ｔ
旧
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Ｉ
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Ｉ
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Ｉ
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Ｉ
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８
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Ｉ
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１
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‐
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鰐
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訓
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画
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１
画
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「
す
画雪
》
鉱
馴
蕊
え
；

〔
素
案
〕
平
成
二
年
十
二
月
十
五
日

「
司
法
試
験
第
二
次
試
験
論
文
式
試
験
の
合
格
者
の
決
定
方
法
等
に
関
す
る
規

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
司
法
試
験
第
二
次
試
験
論
文
弍
試
談
の
合
格
者

の
決
定
方
法
等
に
関
す
る
撒
帥
州
睦

司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
第

１
司
法
試
験
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
初

２
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
合
格
者
の
決
定
方
法
は
、
ま
ず
受
験
期

め
て
第
二
次
試
験
を
受
け
た
と
き
か
ら
当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
る

｛
９
プ
ｏ
Ｏ

き
か
ら
起
算
す
る
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
試
験
を
開
始
す
る
時
刻
に
、

ま
で
の
期
間
（
以
下
「
受
験
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
受
験
者
が
平
成
五
年
崎

司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
当
該
試
験
を
受
け
た
も
の
と

以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式

験
者
で
あ
っ
て
受
験
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
残
余
の
合
格
一
句

間回
ら
な
い
部
分
に
つ
い
て
合
格
者
を
定
め
た
の
ち
、
当
該
合
格
者
以
外
の
受

に

か

か

わ
り
な
く
当
該
試
験
の
合
格
者
総
数
の
お
お
む
ね
七
分
の
五
を
下

次
の
よ
う
に
定
め
る

ロ
ロ
・
■
■
■
１
Ⅱ
１
１
１
１
Ｈ
ｆ
、
田

に，

よ
る
試
験
を
初
め
て
受
け
た
と

、
布
ｖ
小
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，
Ｍ
形
世
恥
緬
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学
ノ
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今
桑
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叩
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者
を
定
め
る
も

笠一
千
〈
延
内
維
卜
し
や
罰
３
司
法
試
験
管

式
に
よ
る
試
験

《
警
砦
孝
陥
吻
ｆ
駒
鋤

子
●
測
り
‐
心
仏
、
“
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崎す
・1 〔 ノ
1 1
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竃
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亨
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則

認
蕊
蕊＃

（
施
行
期
日
等
）

③
軽
鶏
頴
浄
蕊
蕊
鋳
峨
鋤
灘

２
ｉ
ｎ
一
蝿
＃
蝋
窪

１
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施

２
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ

論
文
式
に
よ
る
試
験
又
は
口
述
試
験
の
一
の
科
目
の
試
験
を
開
始
す
る
時
刻

受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
次
試
験
の

に
、
司
法
試
験
場
内
の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
そ
の
試
験
を
受
け
た
も

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を

の
と
す
ジ
る
。

お び
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年

五
年
以
降
に
行
わ
れ
る
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
及

け刑
騒
瀞
際
班
僻
跳
詐
膳
祁
凝
雅
罵
献
馳
硲
勤
羅
戚
憲
諒
餅
協
綴
諏
譜
朧
購

５

る
第
二
次
試
験
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
は
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

鱗

鰍
…

俺
準
９
夏
一
鑓
Ｉ
鼠

や
淵
；
こ
き

の
．
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司
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
の
合
格
ま
で
の
受
験
準
備
の
実
態
、
受
験
者
の
動

／、
’一

②
関
係

2 ◎
平
成
三
年
一
月
二
六
日

〔
一
月
二
二
日
の
下
審
査
後
に
お
け
る
検
討
〕

を
損
な
わ
な
い
限
度
に
お
い
て
、

よ
り
、
合
格
者
の
一
部
に
つ
い
て

お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
②
多
様
な
受
験
者
の
適
正
な
合
格
可
能
性

を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
じ
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に

向
そ
の
他
の
状
況
に
昭
管
わ
し
、

司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
①
司
晦
閨
試
験
に
お
け
る
受
験
者
が
合
格
ま
で
に
要
す

る
期
間
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
、
｜
受
験
者
が
よ
り
短
い
期
間
で
合
格
す
る
可
能
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伽
多
様
な
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材
の
合
格
‐
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損
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な
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Ⅵ
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間
内
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当
該
論
文
式
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受
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た
者
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ら
定
め
る
べ
き
も
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と
す
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こ
と
が
で
き
る
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第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」

Ⅷ
。

三
項
中
「
七
科
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を
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六
科
日
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方
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緬
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負
一
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次
試
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則
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司
法
試
験
法
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昭
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四
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法
律
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四
十
号
）

フ
（
》
○

司
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試
験
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部
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改
正
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法
律
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）
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論
文
式
に
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る
試
験
に
お
け
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合
格
者
を
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多
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材
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の
可
能
性
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損
な
わ
な
い
限
度
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い
て

験
の
論

」

’

’
1

試
験
を
初
め
て
受
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間
内
に

定
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と
こ
ろ
に
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り
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合
格
者
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一
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つ
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動
向
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他
の
状
況
に
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が
あ
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司
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七
条
第
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項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
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「
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条

、
こ
れ
を
や
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

る
と
き
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ら
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じ
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、
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法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
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平
成
五
年
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行
わ
れ
る
第
一
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催
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３
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＃
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７
浪
冷
式
阪
八
３
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＃
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。

な
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。

に
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定
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け
る
第
二
次
試
験
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
法
律
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よ
る
改
正
後
の

こ
の
法
律
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改
正
後
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第
八
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二
項
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三
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こ
の
法
律
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、
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四
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一
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。
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正
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一
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Ｆ
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Ｆ
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第
二
次
試
験
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論

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
合
格
者
の
決
定
方
法
を
採
用
す
る

者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受

け
て
い
た
も
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と
み
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文
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た
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す
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受
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管
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よ
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法
試
験
第
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試
験
論
文
式
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験
の
合
格
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の
決
定
方
法
に
関
す
る

験
の
論
文
式
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よ
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試
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２
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
平
成
八
年
に
行
わ
れ
る
第
二
次

附
則
（
施
行
期
日
等
）

ｌ
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
受
験
期
間
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
第
二
次
試
験
の
各
試
験
に
つ
い
て
、

と
す
る
。

試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
い
て
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
格
者

の
決
定
方
法
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
を

受
験
者
が
そ
の
試
験
の
一
の
科
目
の
試
験
を
開
始
す
る
時
刻
に
司
法
試
験
場
内

の
試
験
室
に
出
頭
し
た
と
き
、
当
該
試
験
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

の
の
う
ち
か
ら
定
め
る
も
の
と
す
る
。

判
断
す

ｉ

る
た
め
の
基
準

を
定
め
る
も
の

.
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睡
口
‐
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Ｐ
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一
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．
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ｂ
ｑ
ｑ
ｆ
Ｔ
プ
リ
伊
園
形
０
４
０
．
ｍ
・
側
‐
‘
△
、
グ
吋
口
。
‐
■
”
勺
Ｉ
。
１
１

る
試
験
を
初
め
て
受
け
た
時
か
ら
二
疋
の
期
間
内
に

受
験
の
動
向
そ
の
他
の
状
況
に
照

．
「
】
・
・
、
・
・
、
。
“
・
・
一
■
｜
唾
巨
垣
帳
・
”
》

、
■
ｆ
ｇ
ｃ
■

〆
“
』
・
ヰ
ー
ｆ
『
、
ｊ
ｎ
Ｎ
グ
』
’
や
Ｉ
Ｆ
Ｌ
Ｌ
戸
一
、
』
、
民
Ｆ
ミ
ニ
・
、
ア
マ
、

合
格
者
の
一
部
に
つ
き

ら
し
て
必
要
が
あ

、 ：｡ ,、
、 ロノ
■■

、 ,;f'｡ で
に
要
す
る

’
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一
睡
一
巨
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画
叩
咽
“
一
国
－
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‐

１

１

１

■

？

掘
覗
型
幽
匪
．
》
蟻
跨
鐸
敦
函
到
心
司
函
閣
炳
函
・
酢
酔
肺
司
国
睦
酉
時
酢
図
画
唾
酔
画
一
一
癖
卿
￥
専
一
産
卵
睡
醒
世
．
１
割

〃

Ｉ

３
農
蟹

第
二
項
」
に
、
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

５
前
項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
第
二
次
試
験
の
論

者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受

け
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け

が
で
き
る
・

司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前

釦

文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
は
、
第
八
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
合
格

附
則
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条

1

1

1

F

■

1 ｺ

I

J

I
1

＝

や
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
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二

、
笏
岐
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し
”
灸
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州
州
る
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/， Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ

4

■
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ

Ｕ
。
『
１
Ｎ
。 ２

司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
ゞ
司
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
の
合
格
ま
で
に
要
す
る

三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

●
咽
。
Ⅱ
ｑ
ｊ
Ｉ
Ｉ
１
『
■
Ｏ
Ｑ
Ｔ
ｃ
ｄ
Ｆ
ｐ
Ｐ
Ｅ
９
－

ｂ
凸
甲

■
０
Ｊ
■
町
・
Ｄ
ｐ
ｑ
８
ｐ
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
ｄ
ｑ
Ｄ
、
■
’
。

▽
ｆ
Ｐ
■
・
日
■
■
ｄ
ｒ
Ｏ

■
ｆ
ｌ
ｑ
１

４
５
■
■
Ⅱ
０
１
り
争
６
６
■
■
７
Ⅱ
Ｉ
，
凸

祁
川
川
散
別
，
戚
州
Ｉ
ｆ
吟
＃
ザ
・
心
牧
増
Ⅳ
ｂ
岬
・
幹
Ⅶ
』

ｊ
ｌ
ｐ
Ｆ
ｆ
１
１
ｆ
剛
ｇ
ｏ
７
申
Ｆ
１

、
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
初
め
て
受
け
た
時
か
ら
一
定
の
期
間
内
に

、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
合
格
者
の
一
部
に
つ
き

期
間
及
び
受
験
準
備
の
実
態
、
《
《
受
験
の
動
向
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
て
必
要
が
あ

り

ｄ
●
．
』

る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次
試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定

‐
茅
汀
呼
ぅ
》
呼
塙
堀
し
《
‐
〔
１
．
，
｛

１

Ｉ

ｂ

《

“

》

め
る
方
法
と
し
て
、
》
多
様
な
人
材
の
合
格
の
可
能
性
を
損
な
わ
な
い
限
度
回
渇
い
て

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
、
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第

宮
崎
参
事
官

司
法
試
験
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

司
法
試
験
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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第
二
項
」
に
、
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

5

③

当
該
論
文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
盾
の
う
ち
か
ら
定
め
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
・

⑨

７
↑

３
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
合
格
者
の
決
定
方
法
に
よ
る
べ
き
擁
洩
や
勝
氏
Ｉ
弥
角
帷
Ｊ
”
含
Ｉ
し

畢
伊
櫛
〆
無
イ
奄
仏
鳶
誘
騎
製
一
群
・
字
、
・
●
舟
：

|’
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
第
二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受

文
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
た
者
は
、
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
合
格

附
則
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
第
六
条
第
四
項
」
を
「
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
八
条

も
の
と
す
る
と
き
は
、
当
該
第
二
次
試
験
に
係
る
前
条
の
公
告
の
時
ま
で
に
、
そ
の

旨
を
告
浮
腫
臆
嬉
稚
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
砦
や
め
る
と
き
も
自

ら

様
と
す
る
。
（
孑
修
惣
諺
崩
噺
＃
）

前
項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
第
二
次
試
験
の
論
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２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
八
条
第
一

■
ｇ
Ｐ
ｐ
Ｆ
・
ｂ

ｇ
１
ｊ
ｆ
６
■
Ｉ

３
司
法
試
験
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
筆
記
試
験
を
免
除
さ
れ
て
平
成
五
年
”
，

ｌ
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

I

’第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
合
格
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
第

二
次
試
験
に
お
い
て
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

に
お
け
る
第
二
次
試
験
の
口
述
試
験
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

ｅ

け
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
第
二
次
試
験
に
は
、
平
成
四
年
以
前
に
行
わ
れ
た
も

決
定
に
当
た
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
第
二
次
試
験
の
短
答
式
に
よ
る
試
験
又
は

の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
短
答
式
に
よ
る
試
験
を
受

I

て
い
た
１
も
の

●
日
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０
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ｂ
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1

２
司
法
試
験
管
理
委
員
会
は
、
司
法
試
験
に
お
け
る
受
験
者
が
合
格
ま
で
に
要
す
る
《
＃

三
項
中
「
七
科
目
」
を
「
六
科
目
」
に
改
め
る
。

ラ
（
〕
○

"②

I

ザ 材
の
合
格
の
可
能
性
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
配
意
し
つ
つ
、
司
法
試
験
管
理
委
員
会
》

試
験
の
論
文
式
に
よ
る
試
験
に
お
け
る
合
格
者
を
定
め
る
方
法
と
し
て
、
多
様
な
人

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
合
格
者
の
一
部
に
つ
き
、
第
二
次
試
験
の
短
答
式

期
間
の
実
情
そ
の
他
の
状
況
に
照
ら
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
次

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
七
科
目
」
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の 診州ｬ心
法案と法制審議会答申との関係について

し診*鰍!’
』

1 法制審議会の答申による制度改正を行う必要性

（1） 司法試験の現状と改革の必要性
一一野･恥毎和-F一一・句一ﾑ領一一晋一シーームW,.‐字 ｡ t ●~､｡配轡で2置訓' 0ｬQHOや。 ．－－．』.旦叫LFT一癖

①合格までに要する期間が長期化する状況にあり， これに伴い，合格者が高齢化してきたことによって，法律実務
一鐘一函も蝉唱4竺碓一電窒塞準寧まり

家としての実務修練を開始する時期が遅くなるとともに，年齢的な事情から裁判官，検察官に任官することをちゅ

うちょする者が増え，法曹三者のバランスよい人材確保が困難になってきている。

②受験準備の実情を見ても，大学教育から離れた後，長期間無職状態のまま，画一的な受験準備をすることが余儀
一一一一画一詞壺や－－~……釜……一理シ

なくされており，法曹としての資質形成に対する影響が懸念されている。

③法曹となるに適した人材が司法試験の受験を敬遠する傾向がある。
~－盤上…:騨抽…ご唾L略…垂蛙….,

’職騨(2) 合格枠制に関する
－ー毎℃凸｡■品､牙F踊蹄一転■△ 虜寺ユーレー亭一二鼻■

制度（いわゆる丙案)_を相当とする理由
G F-難.ヰニ. ｡“w乱一一‐6一￥

①司法試験の現状を改善し，法曹の後継者としての適材を採用・育成するためには，合格者決定に当たり，受験を

開始してからの期間が比較的短い者をより多く合格させる必要がある。
－…－－7，も画一…

②受験回数又は年齢等により受験資格自体を制限する制度とすることは，各界の意見を集約した結果合格者の資
一一一～ーー－－－－季一勺･一一J,～-戸一口学■勺･ざ－‘ ,･･､ 白土－－－～=,.｡.. ._禰一ﾛ÷.李巽･'－帝碕〆ー革雪上･説”旬･色竜一←惹少一

質，経歴における多様性を確保するという要請を損なうおそれがあり， 司法試験に関する制度改革の手段としては

問題があるとされた。

2 法制審議会の答申の制度化に当たり法律改正をする必要性
1

出一 叩･ 弓ニム‘r稀二t乱凸叱b銀＝…！

＝一一 ＝＝＝ ■ △~■ 一定マ ■一#｡ ｡qユ 『一万 一・一可． 百一五一 ． ｡ p ど 力 9 -二三二三三 エミE元一サー志一一 － す ■▼て 下 ママ句 ■ 一一



定を設けている（第6条参照）が， このことは，国民の権利・義務を直接的全般的に職務対象とする法曹三者の後継

者を選抜する試験であるとの司法試験の特殊性を反映したものと考えられる。

(2) 今般の合格枠制に関する制度も， 司法試験の合格者の合否判定の基準の一環をなすものであるから，試験科目に関

する規定と同様の趣旨で，法律において規定すべきものと考えられる。 一

3 法制審議会の答申と法案の法律事項との関係
口亭b－1多ｮ･』＝含画面. 軸 ﾛ中 手~-. .四"生妻, ,子歩差L雰z…釦…

観法案では｡合格枠制の実施を固定的絶対的に法律で規定するので“《司法試験管理委員会の時々の必要性の判
断によりその実施・不実施を決定することとした。

これは，合格者の資質，経歴における多様性を確保するという要請を重視するならば，合否判定における合格枠制

の実施については，避けられれば，避けたほうが望ましいと考えられたからであって， その趣旨は，法制審議会の答

申においても，受験歴を「参酌することができる」との表現によって示唆されていたところである。

独受験期間及び制限枠の合格者割合については下記…により｡制度の柔軟性柵保する必要があ…司法
試験管理委員会規則で定めることとした。

①受験期間は，大学卒業後の就職の状況，大学における法学教育の動向いかん等唯将来の情勢によって見直される

べきものである。

②制限枠の合格者割合も，今後予想される合格者数の増加等の状況に伴って，見直される必要がある。

③合格枠制の趣旨からすると，受験期間と制限枠の合格者割合は，一方が変更されれば， これに伴って， 当然に他
＝』墓 暉 母

、方カミ襄垂更さオーしるべき性質のものである。
二－一
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Ｉ
ｆ
Ｉ
ｌ
Ⅲ
Ｉ
ｂ
ｒ
ｌ
Ｊ
ｒ
ｌ
ｌ

②

■

Ｄ

Ｐ 第
一一

意
見
を
承
り
た

善
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
左
記
の
改
正
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て

二
受
験
者
の
受
験
歴
を
参
酌
し
て
合
格
者
を
定
め
る
方
法
は
、
ま
ず
、
そ

司
法
試
験
の
現
状
等
に
か
ん
が
み
、
早
急
に
司
法
試
験
に
関
す
る
制
度
を
改

き
る
こ
と
と
す
る
。

の
合
格
者
数
の
四
割
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
初
回
受
験
か
ら
三
年
以
内

合
格
者
を
定
め
る
に
当
た
り
、
受
験
者
の
受
験
歴
を
参
酌
す
る
こ
と
が
で

の
受
験
歴
を
参
酌
す
る
こ
と
な
く
合
格
者
を
決
定
し
た
上
、
お
お
む
ね
そ

。
‐
‐
’
１
‐
』
０
０
．
、
ロ
ー
Ｊ
”
１
１
‐
。
・
１
０
“
９
画
国
・
ｊ
ｒ
叩
・
も
０
．
◆
ロ
０
γ
咋
司
‐
‐

ｆ
，
ご
ｑ
■
■
①

〃
‐
、
‐
ｉ
‐
．
！
‐
！
‐
‐
．
‐
，
‐
Ｉ
蠅
陳
ｒ

侭
侭
八
Ｊ
↓
・
拘
り
・
恥
〃
・
ゞ
耶
緋
．
、
ぽ
咋
曳
蝉
？
中
心
認
ｆ
息
記
Ｌ
・
画
恥
祁

唖
‐
ｊ
４
や
‐
ｑ
ｌ
ｎ
０
却
久
Ｐ
呼
勾
６
１
Ｊ
均
０
４
毛
、
夕
■
ｉ
Ｊ
ｌ
Ⅱ
０
．
Ⅱ
９
３
１
９
。

怯
制
蕃
塞
畷
△
雪
諮
問
及
び
致
口
申

司
法
試
験
考
査
委
員
の
合
議
に
よ
っ
て
第
二
次
試
験
中
論
文
式
試
験
の

司
法
試
験
第
二
次
試
験
の
合
否
判
定
方
法

ｄ
ｆ
ｌ
ｆ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
！
■
Ⅱ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
“
０
４
Ⅱ
Ｉ
■
８
０
１
９
０
０
４
１
Ⅱ
１
１
‐
ト
ー
１
０
１
Ⅱ
Ｂ
凸
■
■
８
日
０
８
■
９
１
１
０
Ⅱ
０
１
今
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

記 い
○

岬
や
『
．
．
，
、
嗜
い
；
・
鵯
に
〃
ゞ
‐
，
忙
忠
・
雫
１
４
．
昨
恥
雪
．
．
．
．
．
Ｊ
↓

０
’
、
》
▽
＆
’
、
』
鼻
，
’
’
１
１
Ｐ
。
Ⅱ
い
‐
Ｉ
ｈ
ｌ
耐
■
０
６
▽
，
’
師
』
〃
再
、
グ
ワ
字
６
，
Ｆ
Ｌ
１
０
１
Ｌ
Ｐ
陣
↓
音
．
、
ｖ

■
■
Ⅱ
Ｏ
ｒ
Ｆ
勺
●
、
、
０
毒

Ｍ
‐
轆
諜
年
守
九
・
瀞
叫
輔
酔
‐
鋤
騨
砿
振
沢
卜
問
旅
脂
・
鱸
鼠

’。
『
■
・
唾
■
ロ
ロ
、
鉾

ｑ
０
１
Ｉ
■
ｐ
Ｊ
９
ｆ

・
〆
『
４
１
可
、
Ａ
１
ノ
争
い
１
Ｆ
Ｌ
、

祇
肌
．
馴
小
歩
が
嗜
況
淵
執
巾

》
。
〆
・
・
１
／
・

岬型二二■■■酉』ロＵ■●鈩■・設課″。、幸可凸Ｆ、『言、ヨグ凸、

爺
．
択
己
咄
、
に
ｌ
咋
・
・
‐
辻
別
、
紐
●
，

句
、
刎
グ
』

●
●
■
●
咽
叩
！
・

、
、

Ｐ

・
・
Ｊ
１
・
も

Ｊ
Ｉ
Ｉ
卜
』
。
。
●
炉
吋
ｑ

Ｑ
１
０
Ｄ
Ｑ
ｌ
１
０
Ｕ
０
０
１
．
ｐ

宅
・
話
、
ロ
憩
哩
・
ぷ
び
労
ｌ
Ｆ
１
ぽ

I
’）

） I

ロ
ト
Ⅱ
④
⑤

●

明

ｂ

叩

牌

陣

６

，

０

■

。

■

、

〆

ｌ

準



”
Ｉ
・
澱
・
・
・
宏
附
嚥
臘
刷
闇
黒
瞬
隆
痂
陰
畷
］
匿
呼
当
瑚
↑
ゞ
瑚
率

罰
酵
罪
吊
二
一
回
三
島
恥
』
一
一
画
・
・
崖
画
Ｂ
，
Ｌ
雰
詞
．
・
Ｐ

１
．
０
２
１

９
コ

・
ｒ

牌

Ⅱ
答
申
（
平
成
三
年
二
月
四
日
決
定
）

諮
問
第
二
一
十
九
号
に
係
る
改
正
は
、
相
当
で
あ
る
。

の
受
験
者
の
う
ち
か
ら
合
格
者
を
決
定
す
る
こ
と
と
す
る
・

三
一
及
び
二
に
お
い
て
、
制
度
改
正
前
の
受
験
歴
は
参
酌
し
な
い
こ
と
と

す
る
。

第
二
司
法
試
験
第
二
次
試
験
の
試
験
科
目

第
二
次
試
験
中
論
文
式
試
験
及
び
口
述
試
験
の
試
験
科
目
か
ら
司
法
試

験
法
第
六
条
第
二
項
第
七
号
に
定
め
る
科
目
を
除
く
こ
と
と
す
る
こ
と
。

１
１

1
1

陛
歴
厩
畦
・
少
凧
附

可

丑

・
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
酔
・
１
１
４
１
ｌ
■
■
可
４
Ｊ
氷
汀
ｈ
Ｊ
冊
洲
ｗ
‐
・
’
１
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
ｉ
ｌ
１
口
■
‘
６
画
■
■
９
口
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ご
■
副
■
日
乃
■
酎
軸
臼
一
即
１

■
■
日
■
■
■
■
■
刷
凹
Ⅱ
皿
Ⅱ
０
円
割
１
１
卜
０
１
４
１
１
‐
１
１
１
‐
弓
４

－
冊
や

．
■
可

一

向

０

月

且

州

■

必

旺

Ｌ

三

丁

胆
醍
■

＃

－
’

一



Ｌ
里

ｒ
’
！
■

【
》

|対出|対出短答式試験

合格者数

曼△、

面冊 文’式試験

格者数

願者の
司

率 （％）

願者の
司

率 （％）

出願者数
１
１ 最終合格者数

ム
ロ

▲
ロ
▲
ロ 格格

昭和2 4年度

2 5

2，570

2,806

301

260

265

269

10.31

9．59

２
２
２
２
３

２
２
２
２
３

６
７
８
９
０

６
７
８
９
０

，
，
１
９
ｐ

３
４
５
５
６

668

761

138

250

347

274

249

293

243

250

272

253

224

250

264

42

31

36

76

16

●
●
■
ロ
●
●

７
５
４
４
４

’
’
一
一
一

３
３
３
３
３

３
３
３
３
３

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

，
、
ｆ
９
，

６
６
７
７
８

737

920

109

858

363

１
９
０
１
１

１
．
１
１
１
１

458

429

077

766

774

301

308

362

360

366

297

286

346

319

345

●
●
●
●
。

４
４
４
４
４

41

13

87

06

13

３
３
３
３
４

３
３
３
３
４

６
７
８
９
０

６
７
８
９
０

９
９
１
９
１

０
０
１
２
３

１
１
１
１
１

909

762

686 ，

698

644

７
口
９
９
７

２
１
２
２
２

092

931

030

017

258

497

495

529

579

563

380

459

496

508

526

ｅ
●
①
⑥
■

３
４
４
４
３

48

27

24

00

86

４
４
４
４
４

４
４
４
４
４

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

14，

16,

17，

18，

20，

867

ﾉ160

727

453

160

０
０
、
，
９

２
２
２
２
２

一

毎

５
４
２

２
４
２

２
２
３

583

551

6士8

４
７
５
１
７

５
３
２
０
０

５
５
５
５
５

●
■
●
●
■

３
３
Ｚ
２
２

73

26

96

72

51

I
I

ノ
－－

一二二

326

157

495

519
I

－一ﾛ'' 一幹一･一'凸一一一一句一一一■＝－－－－－口一一一一.一

６
７
８
９
０

６
７
８
９
０

４
４
４
４
５

４
４
４
４
５

22，

23，

25，

26，

27，

336

425

339

708

791

ｊ
ｊ
１
７
１

２
２
２
２
２

821

407

484

419

343

623

523

566

494

482

533

537

537

491

472

●
句
●
、
の

２
２
２
１
１

９
９
２
４
０

３
２
１
．
８
７

｜ I ’

５
５
５
５
５

５
５
５
５
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

29，

29，

29，

28，

28，

088

214

390

622

656

，
，
，
９
，

３
３
３
４
４

152

229

618

167

404

497

501

515

534

545

465

465

485

503

486

●
■
■
●
●

１
１
１
１
１

60

59

65

76

76

I

６
７
８
．
９
０

６
７
８
．
９
０

５
５
５
５
６

５
５
５
５
６

３
，
９
Ｊ
１

７
６
５
３
３

２
２
２
２
２

816

317

138

956

855

，
，
０
９
，

４
３
４
４
３

181

809

008

174

811

486

461

459

459

482

446

457

448

453

486

60

74

78

89

04

1．

1.

1.

1．

2．

’｜

’

6 1

6 2

6 3

平成元年度
” 2

6 1

6 2

6 3

平成元年度
” 2

23，

24，

23，

23，

22，

23，

24，

23，

23，

22，

904

690

352

202

900

904

690

352

202

900

，
，
９
１
ｊ

４
４
４
４
３

，
，
９
１
ｊ

４
４
４
４
３

352

641

296

020

814

352

641

296

020

814

538

526

535

523

506

538

526

535

523

506

486

489

512

506

499

486

489

512

506

499

。
■
●
■
●

２
１
２
２
２

。
■
●
■
●

２
１
２
２
２

03

98

20

18

18

03

98

20

18

18

(注） 1 出願者数は， 筆記試験免除者数， 行政科合格者数を含む。
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主要4か国の法曹養成制度
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法学教育とその

機関

大学の学士課程では法学教育は行われず,原則として， 4年制大学の卒業生に対し3年制のロースクール

において法曹を育成するための法学教育が行われている。

ロースクールの入学者は, LSATといわれる適性試験の結果と4年制大学での成績を考慮して，選抜さ
れる。

ロースクールにおいては，法律理論教育のほか法律文書の作成，訴訟事務等の実務教育がなされ，卒業者

は法曹資格を取得することが予定されている。

全国のロースクール 1 88校 (1987年）

全国のA. B. A(アメリカ法曹協会）承認ロースクール 176校 (1987年) |

A･B･A承認ロースクールの在籍学生数 118,700人 (1986年）
。 ■ ■■ロ 凶。

麓醗格の付与|＃幽湾二蛮諏穂憩臆嘉瀞離経て法離格が付与される。I
Ⅱ

L

－法律試験46州, 1特別区でラ冊|､1 1特別区で共通の択一式試験である多州間共通試験を採用し， ､|､|独自の言命文式試験リ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ｔ
ｈ
Ｉ
－
川
川
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ

を併用している。

その余の州は，州独自の論文式試験のみを行っている。 (1986年）

職責試験 28州， l特別区が共通の択一式試験を実施しており， その他の州は独自に択一式又は論文

式試験を行っている。 (1986年）

年2回（2月と7月）実施する州が多いが，ニューヨークなど3州は年3回実施，年1回実施する州が8

州ある。

各州において，州内の法曹の能力及び過去の合格基準を考慮して，毎回の試験の合格水準が一定になるよ

うにしている。

I

〔受験資格] (1986年）

原則として, A. B. A認定ロースクールの出身者（全州）

その他，州当局の認定したロースクール出身者(1 4州) ,その他のロースクールの出身者(2州）

弁護士事務所等での学習者（8州）

〔回数制限] (1986年）

24州において， 2～5回までの回数制限がなされている。

I I J

’
7

学L学L

全国の法律試験受験者66,861人， 同合格者44,225人，合格率66%

最高合格率イリノイ州90％

最低合格率カリフォルニア州41％

最終資格取得者36,348人 (1985年）

一
一篭蕊

雫
鴬 蕊藤
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法学教育とその

機関

実務教育に進む

ための要件

実務教育

法曹資格の付与

U

大学法学部（すべて州立大学）

I

において3年半の法曹を育成するための法学教育がなされている。
大学法学部においては，法律理論教育が行われるほか， 司法機関等において法律実務に関する実習を行う

ことが必要とされており，卒業者は法曹資格を取得することが予定されている。
在学期間の中間に成績評価が行われ， 合格の評価を得ることがその後の課程に進む要件とされており，成

績評価において不合格であった者は， 1年以内に1回に限り再評価を受けることができる。
全国の法学部設置大学数 31校， 法学部在籍学生数（1985年） 85,252人

I

州が実施する司法第1回試験に合格することが要件となる。

受験資格 大学法学部において所要の課程を修了すること（大学在学中に,成績評価に合格し，定め
られた科目を履修し，所要の実務実習を経ていること。 ）

－－回数捌限－－反則』としヱユ且ま垂堕回通則限一一一 一一一 －－－－=＝

全国の司法第1回試験受験者8,400人，合格者6,015人，合格率72％ （1985年）

州ごとに設けられている司法修習制度の下で， 2年半実務教育が行われる。

裁判所，検察庁，弁護士会，行政機関等において合計2年間
串

本人の希望する外国の弁護士事務所，企業，大学等の機関において半年間

司法修習生は，条件付任用の州の公務員の地位にあり，給与の支給を受ける。 ‘

州が実施する司法第2回試験に合格することが要件となる。

受験資格 司法修習を修了すること

回数制限 原則として2回までの回数制限
／

全国の司法第2回試験受験者5,273人，合格者4,710人，合格率89％ （1985年）



会
可

《
夕

心
も
臼

<一rニノクーラニー肝, rgフェーノレニで＞
』

’

１
１
１
’１

９
口
ｆ
“
．
。
ロ
甲
山
ロ
・
Ｉ

､刃

’

｜

’’

’’

法学教育とその

樅関

実務教育に進む

ための要件

望

実 務 教育

再_＝一一一一一

法曹資格の付与

そ の 他

バ リ ス タ ・ －

総合大学法学部又は高等法律専門学校等において、 3～4年間法律理論教育がなされる 0

これらの機関における法学教育は，広く法律専門職を育成することを目的とするものであり，法曹養成の

ための理論教育は，原II11としてこれらの機関によって行われている。
1

総合大学又は高等専門学校等において一定の成績

で法律学に関する学位を取得すること

一定の成續で法律学以外の学位を有する者， 25歳

以上の社会経験を積んだ者は， シテイー大学又はセ

ントラルロンドン高等専門学校において法律学を履

修し,法曹としての能力があると認められるか，又

は全医lイか所の法曹学院で組織する法学教育評議会

及びソリシター協会が行うバリスター・ソリシター

共通試験に合格すること

』

全国4か所の法曹学院の法律学校において， 1年間

実務教育がなされる｡_‐ ‐－－ －－－書一一 －－－－＝

受誰料等の費用が徴収される。法曹学院には奨学金

の制度が設けられており，成續要件を満たせば奨学

金の支給を受けられる。さらに，資力，成績等の定

められた要件を満たせば地方公共団体の奨学金制度

の適用を受けることもできる。

法学教育評議会が行うバリスター最終試験に合格し

，法曹学院における実務教育課程を修了することを

要する。

バリスター最終試験（年2回実施） ‘

回数制限原則として4回までの回数制限、

不合格がl科目までであり，一定の水準に達して

いる場合は，将来不合格科目又は関連科目に合格す

ることを条件に合格の判定を受けられる。

合格率 1回目約60～80％

2回目約25～55％

合格者数約1,600人

バリスターの資格lM1l後， 5イli以上の経験を有する

バリスターの下に1年間勤務することを要する。

ソ リ シ ダ

総合大学又は高等専門学校等において法律学に関

する学位を取得すること

法律学以外の学位を有する者， 25歳以上の社会経

験を積んだ者は，左記バリスター・ソリシター共通

試験に合格すること

その他の者は， ソリシター協会が行うソリシター

第1次試験に合格すること

ソリシター第1次試験においては， 3回までの回

数制限がなされている。

ソリシター協会の法律学校又は7高等法律専門学校

篝-1塁辿一_L鑿閣巽蕊藝茸華璽喜単黒壱一-－－－－

受訓料等の費用が徴収される。ソリシター協会には

奨学金の制度が設けられており，成績要件を満たせ

ば奨学金の支給を受けられる。さらに，資力，成績

等の定められた要件を満たせば地方公共団体の奨学

金制度の適用を受けることもできる。

ソリシター協会が行うソリシター最終試験に合格し

， ソリシター協会における実務教育課程を修了する

とともに，経験あるソリシターの下で2年間実務訓

練を経ることを要する。

ソリシター最終試験

ソリシター下での実務訓練の前後に受験すること

を要する。

不合格が2科目以内であり，一定の水準に達して

いる場合は， 3回まで科目別に再受験できる。

受験者数3,235人合格者数2,059人

合格率 64％ （1987年）

｛

､
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法学教育とその

機関
大学法学部(全て国立大学）において法律理論教育がなされ， 3年間で法学士， 4年間で法学修士の学位
が取得される。

大学法学部における法学教育は，法曹の育成を目的としたものではないが，大学法学部に付個されている

司法研究所において下記国立司法学院及び弁護士研修所の入所試験の準備のための教育がなされている。
全国の法学部設置大学数 41校

大学法学部(全て国立大学）において法律理論教育がなされ， 3年間で法学士， 4年間で法学修士の学位
が取得される。

大学法学部における法学教育は，法曹の育成を目的としたものではないが，大学法学部に付個されている

司法研究所において下記国立司法学院及び弁護士研修所の入所試験の準備のための教育がなされている。
全国の法学部設置大学数 41校

学位

いる

る。

実務教 育 国立司法学院において2年間司法官の養成教育がな

される。

養成期間中は，見習公務員の地位にあり,給与の支
給を受ける。

控訴院ごとに設けられている全国28か所の弁護士

研修所において1年間弁護士の養成教育がなされる

。養成期間中は労働法上の職業訓練者と認定され

た者は国家から金銭的な援助が受けられ， また弁護

士研修所には奨学金の制度が設けられており，要件
を満たせば奨学金の支給を受けられる。

控訴院ごとに設けられている全国28か所の弁護士

研修所において1年間弁護士の養成教育がなされる

。養成期間中は労働法上の職業訓練者と認定され

た者は国家から金銭的な援助が受けられ， また弁護

士研修所には奨学金の制度が設けられており，要件
を満たせば奨学金の支給を受けられる。

護士

れる

され

弁護

要件

実務教育に進む

ための要件

一==－－=一一=二一~ー ‘ － :ﾆ ﾕ ，… …~…
(1986年）

第2種競争試験 、

受験資格 4年以上公務員であった者

回数制限 3回までの回数制限

年齢制限40歳以下

受験者数 401人合格者数50人合格率12%

(1986年）

選考採用

資格要件法学士である以下の者

弁護士，公証人等の職にある者

司法官となる能力・経験を備えた公務員等

年齢要件 27歳以上40歳以下
入所者数 15人 (1986年）

二

一

(1986年）

第2種競争試験 、

受験資格 4年以上公務員であった者

回数制限 3回までの回数制限

年齢制限40歳以下

受験者数 401人合格者数50人合格率12%

(1986年）

選考採用

資格要件法学士である以下の者

弁護士，公証人等の職にある者

司法官となる能力・経験を備えた公務員等

年齢要件 27歳以上40歳以下

入所者数 15人 (1986年）

弁護士研修所の入所試験に合格することを要する。
受験資格法学修士

回数制限 3回までの回数制限

合格率 おおよそ25％

る。

一

一目,～Q 厘■■■ﾛ■■聾薗■■■園■●且一空P②■e■①p･凸 弔｡｡■上

’’

雨
’

｜

’法曹資格の付与 国立司法学院において養成課程を修了し，修了試験

に合格することにより'， 司法'自に任川される。

弁護士研修所において養成課程を修了し，弁護士職

適格試験に合格することにより，弁遡士研修所から

弁護士職適格証が交付される。

弁護士職適格試験

回数制限原則として2回までの回数制限

弁護士職適格証を取得して後， 2年以上弁護士研修

所の監督の下で見習弁護士として研修をすることを

要する。

や

、1つ

修を
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司法試験制度改革問題を法曹三者協議会
とを決定，協議開始。

同日より， おおｵFね日一同の宝||合弄+力琴
｜可日より， おおむね月一回の割合で協議

（
= 由

・璽」

の議題とするこ
″
珀
凸
０
小
ｌ
］
ダ
ニ
Ｆ
恥
Ｍ
Ｅ
、
ｑ
Ｆ
Ｉ
Ｉ
』
占
’
ｊ
■
ク
。
“
』
Ｉ
』
、
‐
Ｉ
』

1 ｵ

i11 l

会が開催され，
司法試験改革の必要性，改革の方向等について法務省が説
明， これに関して協議。

Ⅱ

１

１

－

１

’

揮

日

、

蝉

Ⅲ

‐

Ｉ

垂

Ⅱ

Ｉ

●

。

、

、

』

ｊ

や

凸

０

Ｍ

穴

牙

ロ

‐
Ⅱ
．
《
１
Ⅷ
仰

’
山
門
側
即
。
」
岬
、
Ｋ
ハ
ヨ
ｒ
Ｉ
胴
卓
匹
轟
院
‐
Ｌ
》
ケ

Ｆ
砥
、
Ｆ
」
’
マ
ー
０
心
、
』
。
、
門
脚
占
い
聾
迂
、

Ｏ
Ｄ
ｈ
ｆ
ｈ
Ｆ■

９

Ｕ
ｐ
－
０
Ｉ
籾

■■

ｑ

句

ぜ

９
０
１
１
１
９
１
ト
ー

Ｊ０

【
‐
ｌ
‐
‐
９

■ h

j f

平成元年1 1月2 0日 （第1 1回三者協議会）
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第3 継続的検討事項等

1 司法試験と大学における法学教育をよりよく結びつけるた

えば，受験実績に基づく大学推薦制等の方策につき，検討を
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2 この改革の効果が明らかとなった段階で， これを検証し

来の改革の要否について更に関係者問で協議を行うことと
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司法試験制度改革に関する基本的合意
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法曹三者は、司法試験制度改革について下記のとおり基本的に合意し、

につき協議を続けるものとする。

この基本的合意は、法曹三者の信頼と互譲に基づいて成立したものであ
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第1改革協議会について 鯵

法曹三者は、司法試験制度の抜本的改革を実現するために法曹養成制度等改革
動

協議会（仮称）を設置することとし、その性格、構成、協議事項、発足までの手

続、日程等について協議を行い、遅くとも今次改革に必要な法令の改正が完了後
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1
第2司法試験の運用改善について

b二f

（1）法務省は、司法試験の運用改善方策に関して日弁連内で検討されている意見

について今次三者協議においてできるだけ論議を尽くしたうえ、相当と思われ

る改善策については、これを司法試験第二次試験運用等検討小委員会に伝達す
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（2）法務省は、特に下記の事項については早急な検討が必要であると考え、その

旨司法試験管理委員会、及び司法試験考査委員会議に伝達する。 剛‘

ァ大挙注単封音の実情及び受験生の実情を考慮して、司法試験の出題及び裸ア大学法学教育の実情及び受験生の実情を考慮して、司法試験の出題
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イ短答式試験の成績通知等、受験生に対するより多くの情報提供

ウ最終合格者の増加に伴う短答式試験合格者数の増加
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第3合格者の増員及び検証等について

1合格者の増員

合格者は平成3年から600人程度に増加させ、平成5年からは700人餓

にする｡ (合格者の増加数は、平成3年から7年までの間に合計900人以上と
なることを目途とする｡)
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（1）検証と丙案の実施

ア検証期間は平成3年から5年間とし、期間中各年ごとに検証を行い、平成

7年の試験終了後速やかに丙案実施の可否について決定する。

イ丙案による合否判定を行う場合には、平成8年以前の受験（新制度発足前

のものは除く）を考慮するものとする。 ’、

（2）検証基準 “

平成7年の検証時点で以下のア及びイのいずれにも該当する場合には､平成

8年から丙案による合否判定を行うことはしない。

ア平成7年の試験において、次の要件の一つが満たされていること。

a合格者のうち初回受験から3年以内の者（以下「3年以内合格者」とい

う）が30％以上であること。

b合格者のうち初回受験から5年以内の者（以下「5年以内合格者」とい

う）が60％以上であること。

イ平成8年以降において上記アのa又はbの数値が安定的なものであり、か

つ上昇する傾向が見定められ、数年の後に3年以内合格者が40％程度又は
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5年以内合格者が75％程度になることが見込まれること。

この予測に当たっては、次の指標を含む受験者、合格者の変化に関す

標を客観的に分析し、三者の認識を一致させることとする。

a新規受験者数の変化
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b受験者の受験断念状況の変化

c S年以内及び5年以内合格者の割合の変化

第4見直し

平成12年の試験終了後に、それまでの検証結果に基づき、その間に行われた

試験方法をその後も継続するべきか（丙案が実施されている場合にはこれの廃止

も含む）、他の方法を採るべきかを協議することとする。

第5抜本的改革との関係

上記第3の2の（1）のア、第4の期間中にも改革協議会

に関する関係者の合意が得られた場合には、その時点でこれ

置を直ちに採るものとする。

において抜本的改革

を実施するための措

第6司法試験管理委員会の運営等について

1法務省は、司法試験管理委員会の庶務をつかさどるに当た

が日弁連を代表するものであることに十分配慮するものとす

2司法試験管理委員会の在り方については、改革協議会にお

り、日弁連推薦委員

る。

いて協議する。
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震蚤米斗一

司法試験制度改革に関する基本的合意

法曹三者は、司法試験制度改革について下記のとおり基本的に合意し、さらに細目
につき協議を続けるものとする。

この基本的合意は、法曹三者の信頼と互譲に基づいて成立したものであるから、合
格者の数並びに検証基準の適用等、合意内容全般の実施にあたっては、三者の信頼と
良識に基づいて行うものとする。

1

第1 改革協議会について

法曹三者は、司法試験制度の抜本的改革を実現するために法曹養成制度等改革

協議会（仮称）を設掴することとし、その性格、椛成、協議事項、発足までの手

続、日程等について協議を行い、遅くとも今次改革に必要な法令の改正が完了後
直ちに第1回の協議会が開催されるようにすることとする。 ゞ_;‘

第2司法試験の運用改善について

（1）法務省は、司法試験の運用改善方策に関して日弁連内で検討されている意見

について今次三者協議においてできるだけ論議を尽くしたうえ、相当と思われ

る改善策については、これを司法試験第二次試験連用等検討小委員会に伝達す

るなど、その実現に向けて努力する。

（2）法務省は、特に下記の事項については早急な検討が必要であると考え、その

旨司法試験管理委員会、及び司法試験考査委員会議に伝達する。 Ⅱゞ

ア大学法学教育の実情及び受験生の実情を考慮して、司法試験の出題及び採

点が司法試験法6条5項の精神により良く合致したものとするための継続的
検討

I
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イ短答式試験の成績通知等、受験生に対するより多くの情報提供

ウ最終合格者の増加に伴う短答式試験合格者数の増加

第3合格者の増員及び検証等につい,て

1合格者の増員

合格者は平成3年から600人程度に増加させ、平成5年からは70

にする｡ (合格者の増加数は、平成3年から7年までの間に合計900

なることを目途とする｡)

2検証等について

（1）検証と丙案の実施

ア検証期間は平成3年から5年間とし、期間中各年ごとに検証を行

7年の試験終了後速やかに丙案実施の可否について決定する◎

イ丙案による合否判定を行う場合には、平成8年以前の受験（新制

のものは除く）を考慮するものとする。

（2）検証基準

平成7年の検証時点で以下のア及びイのいずれにも該当する場合に

8年から丙案による合否判定を行うことはしない。

ア平成7年の試験において、次の要件の一つが満たされていること

a合格者のうち初回受験から3年以内の者（以下「3年以内合格

う）が30％以上であること。

b合格者のうち初回受験から5年以内の者（以下「5年以内合格

う）が60％以上であること。

イ平成8年以降において上記アのa又はbの数値が安定的なもので

つ上昇する傾向が見定められ、数年の後に3年以内合格者が40％
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1 i

5年以内合格者が75％程度になることが見込まれること。

この予測に当たっては、次の指標を含む受験者、合格者の変化に関

標を客観的に分析し、三者の認識を一致させることとする。

a新規受験者数の変化

b受験者の受験断念状況の変化

c 3年以内及び5年以内合格者の割合の変化

する指

Ｉ
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ｄ
ｑ
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Ｉ
Ｉ
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第4見直し

平成12年の試験終了後に、それまでの検証結果に基づき、その間に行

試験方法をその後も継続するべきか（丙案が実施されている場合にはこれ

も含む）、他の方法を採るべきかを協議することとする。

Iわれた

の廃止
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第5抜本的改革との関係

上記第3の2の（1）のア、第4の期間中にも改革協議会において抜本

に関する関係者の合意が得られた場合には、その時点でこれを実施するた

置を直ちに採るものとする。

的副嘩

めの措

第6司法試験管理委員会の運営等について

1法務省は、司法試験管理委員会の庶務をつかさどるに当たり、日弁連推

が日弁連を代表するものであることに十分配慮するものとする。

2司法試験管理委員会の在り方については、改革協議会において協議する
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